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はじめに

我が国の国土面積の２割、森林面積の３割に当たる国有林野の管理経営は、森林経営の用に供

するものとされた国有財産として、①国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進

を図るとともに、併せて、②林産物を持続的かつ計画的に供給し、③国有林野の活用によりその

所在する地域の産業又は住民の福祉の向上に寄与することを目標として行うものとされている。

このような中で、森林に対する国民の要請は、国土の保全や水源の涵養に加え、地球温暖化の
かん

防止、生物多様性の保全、森林環境教育の推進、森林とのふれあいや国民参加の森林づくり等な

ど多様化してきている。

また、戦後造成した人工林の多くが本格的な利用期を迎えつつある中、森林資源を有効に活用

しながら、人工林の齢級構成の平準化を図るために、現地の状況に応じた適切な主伐・再造林を

推進する必要がある。同時に、我が国の林政は、森林・林業の再生に向け、大転換を進めており、

国有林野事業に対しては、民有林への指導やサポートなど我が国の森林・林業の再生に貢献する

ことが求められている。

さらに、平成23年３月に発生した「東日本大震災」からの本格的な復旧・復興に向けて、海岸

防災林の復旧や、復興ニーズ等に応じた木材の機動的な供給に取り組んでいく必要がある。

こうした中、国有林野事業は、公益的機能の発揮のための事業や民有林への指導やサポート、

木材の安定供給等の事業を、民有林に係る施策との一体的な推進を図りつつ、一層計画的に実施

していくため、平成25年度から、それまでの特別会計による企業的な運営から一般会計による事

業に移行した。

東北森林管理局は、森林・林業や国有林野事業に対する国民の多様な要請と期待を踏まえつつ、

公益重視の管理経営を一層推進するとともに、その組織・技術力・資源を活用して森林・林業再

生へ貢献するための取組を進めていくこととする。

本計画は、国有林野の管理経営に関する法律第６条の規定に基づいて、東北森林管理局長があ

らかじめ国民の意見を聴いた上で、管理経営基本計画に即し、森林法で定める国有林の森林整備

・保全に関する計画である国有林の地域別の森林計画と調和して、今後５年間の北上川上流森林

計画区における国有林野の管理経営に関する基本的な事項を定めた計画である。

今後、北上川上流森林計画区における国有林野の管理経営は、第四次地域管理経営計画の計画

期間終了に伴い、平成28年４月１日を始期として策定した第五次計画に基づき、関係行政機関と

連携を図りつつ、関係住民の理解と協力を得ながら適切に行うこととする。
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1 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（1）国有林野の管理経営の基本方針

① 森林計画区の概況

本計画の対象は、岩手県のほぼ中央部に位置し、北側は馬淵川森林計画区、東側は久慈
ま べちがわ

・閉伊川森林計画区、西側は雄物川森林計画区、南側は北上川中流森林計画区に接し、盛
へ い がわ

岡市をはじめとする２市４町にまたがる国有林野62,326haである。

本森林計画区は、計画区内を南北に流れる北上川を境に、東部が北上高地地域、西部が

奥羽山脈地域に大別される。北上高地地域は隆起による準平原からなり、最高部の毛無森
け なしもり

（1,427ｍ）を東端に、1,000m級の山々で構成され平坦な山頂部を持つ山容と、古生層から

なる地質が浸食された沢部から構成されている。奥羽山脈地域は、秋田県境の乳頭山（1,4

28ｍ）、駒ヶ岳（1,637ｍ）から連なる山地群に、三ッ石(1,466m)、岩手山（2,038ｍ）が

盛岡市の北西まで張り出しており、岩手山麓には広い裾野が展開している。火山群からな

る奥羽山脈の山容は、コニーデ型の岩手山やアスピーテ型の三ッ石など変化に富んでおり、

周辺は温泉地が点在している。

また、河川は中央部を北上川が貫流しており、東から丹藤川、米内川が西流し、西から
たんどうがわ よ ないかわ

は雫石川、滝名川が東流し北上川に注ぎ宮城県石巻市の太平洋に注いでいる。

林況は、奥羽山脈、北上高地ともに、標高800m以上の山岳部においては、ブナを中心と

した天然林が多く、標高1,200m以上では、アオモリトドマツ、コメツガ等の針葉樹と、ダ

ケカンバが混交した林を構成し高山帯へ移行する。標高800ｍ以下の森林は、奥羽山脈では

スギ、北上高地ではカラマツ、北部の丘陵部ではアカマツ等、気候や土壌に適した樹種を

主とした人工林を配置し、８齢級以上の森林割合が６割を占め、豊かな森林資源を活用し

た木材産業への供給が行われている。

また、本森林計画区内には、十和田八幡平国立公園、外山早坂高原県立自然公園をはじ
そとやまはやさか

め、葛根田川・玉川源流部森林生態系保護地域、早池峰山周辺森林生態系保護地域及び自
かつこん だ がわ はや ち ね

然休養林等のレクリエーションの森が選定され、優れた自然・景観に恵まれ森林レクリエ

ーションや保健休養の場として多くの人々に利用されている。冬期には網張・雫石・岩手
あみはり

高原の３つのスキー場がエリア内にまとまっていることから、スキーリゾート地となって

いる。

林業・木材産業については、都市部への供給地として古くから林業生産活動が行われて

おり、御堂マツ、鶯宿スギなどの銘木や、広葉樹資源の供給地であった。現在は戦後造林
み どう おうしゆく

したカラマツやスギ等が収穫期を迎え、今後、主伐、間伐の伐採量は増加傾向にある。

これらの地域に存在する森林は、炭素の貯蔵庫でもあり、また、適切な森林整備と木材

の有効活用を通じた地球温暖化防止への期待も高まっている。

② 国有林野の管理経営の現状及び評価

ア 計画区内の国有林野の現況

本森林計画区の森林の現況（平成27年3月時点）としては、人工林を中心とする育成林

が26,278千ha（育成単層林24,514ha、育成複層林1,764ha）、天然生林が30,369千haとな

っており、主な樹種としては針葉樹ではカラマツ1,447千m3、スギ1,258千m3、アカマツ9

03千m3、広葉樹ではブナ1,649千m3、ナラ類449千m3となっている。

また、人工林についてみると、齢級構成は10齢級をピークとした一山型であり、10齢

級以上の林分が約５割と主伐期に達している林分が増加している。
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図－1 市町村別人工林、天然林別森林分布図
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イ 主要事業の実績

第四次計画（平成23年度～平成27年度）における本森林計画区での計画に対する実績

は以下のとおりである。

（ア）伐採量

主伐の伐採量については、概ね計画通りの実績であった。

間伐の伐採量については、自然災害により現地まで通行できない箇所があったため、

計画をやや下回る実績となった。

（単位：材積 千m3）

計画 実績

主伐 間伐 臨時伐採量 主伐 間伐 臨時伐採量

伐採量 62 304 34 74 257 40
(8,132ha) (4,089ha)

注１）（ ）は間伐面積である。
注２）実績の数値については、平成23年度～平成26年度（前４年間）は実績数値、

平成27年度分（最終年度）は見込み数値である。
注３）臨時伐採量とは、事業の支障木や病虫被害木などである

（イ）更新量

人工造林については、概ね計画通りの実績であった。

天然更新については、薪炭共用林における伐採の取りやめ等により伐採面積が減少

したため、計画を下回る実績となった。

（単位：面積 ha）

計画 実績

人工造林 天然更新 人工造林 天然更新

更新量 409 16 484 7

注）実績の数値については、平成23年度～平成26年度（前４年間）は実績数値、
平成27年度分（最終年度）は見込み数値である。

（ウ）保育量

下刈については、概ね計画通りの実績であった。

つる切り・除伐については、森林吸収源対策の観点から、現地の状況を改めて精査

して実施した結果、計画を上回る実績となった。

（単位：面積 ha）

計画 実績

下刈 つる切・除伐 下刈 つる切・除伐

保育量 1,340 132 1,332 579

注）実績の数値については、平成23年度～平成26年度（前４年間）は実績数値、
平成27年度分（最終年度）は見込み数値である。
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（エ）林道の開設及び改良

林道の開設については、豪雨等の自然災害により、計画以外の被災箇所を優先的に

対処したことから、計画を下回る実績となった。

林道の改良については、当初計画にはなかったが、災害への対応等を行うため実施

した。

区分 計画 実績

開 設 路線数 18 10

延長量（km） 33.6 16.2

改 良 路線数 － 13

延長量（km） － 2.8

注）実績の数値については、平成23年度～平成26年度（前４年間）は実績数値、
平成27年度分（最終年度）は見込み数値である。

（オ）保護林・緑の回廊

保護林については、計画期間中の新たな設定及び廃止はなかった。

緑の回廊については、シガクラ沢砂防堰堤敷地として所管替による面積の減があっ

た。

（単位：面積 ha）

前計画期首 前計画期末

箇所数 面積 箇所数 面積

保護林 5 5,284 5 5,284

（単位：延長 km、面積 ha）

前計画期首 前計画期末

延長 面積 延長 面積

緑の回廊 58 7,758 58 7,742

③ 持続可能な森林経営の実施方向

国有林野の管理経営に当たっては、開かれた「国民の森林」の実現を図り、現世代のみ
も り

ならず将来世代へ森林からの恵沢を伝えるため、機能類型区分に応じた森林の適切な整備

・保全等による持続可能な森林経営に取り組んでいく。

なお、持続可能な森林経営については、日本は国際的なコンセンサスのひとつであるモ

ントリオール・プロセス（※）に参加しており、この中で国全体としての客観的に評価す

るための７基準（54指標）が示されている。本森林計画区内の国有林野について、この基

準を参考として、次のような森林の取扱い方針に基づいて、各般の取組を推進している。
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ア 生物多様性の保全

地域の特性に応じた多様な森林生態系を保全していくため、針広混交林等多様な林相

の森林を整備及び保全していくとともに、希少な野生生物が生育・生息する森林につい

て適切に保護するほか、施業を行う場合でも適切な配慮を行う。

関連する主な取組としては、以下のとおりである。

・人工林の複層林化及び針広混交林化等の多様な森林整備

・保護林及び緑の回廊の保全・管理

・保護林におけるモニタリング調査の実施

・希少猛禽類が生息する区域における施業時期や施業方法の配慮

・渓畔周辺の本来成立すべき植生による上流から下流までの森林の連続性確保に配慮

した施業の実施

イ 森林生態系の生産力の維持

森林としての成長力を維持し健全な森林を整備していくため、間伐等の施業を適切に

実施するとともに、伐採期に達した森林において適切な施業による木材の生産と伐採箇

所の確実な更新を図る。また、施業を適切に実施することにより健全な森林を育成し、

もって公益的機能の発揮と森林生態系の生産力の維持を図る。

関連する主な取組としては、次のとおりである。

・一定林齢に達した人工林の適切な間伐の推進

・主伐後の的確な更新のための現況確認及び適切な植栽

・計画的な伐採量の維持による持続可能な管理経営

・効率的な木材生産を可能とする路網の整備

・松くい虫被害防止対策としてアカマツ人工林の樹種転換

・コンテナ苗の導入等による低コスト造林に向けた取組

ウ 森林生態系の健全性と活力の維持

外部環境から受ける影響から森林の劣化を防ぐため、森林病害虫及び野生動物による

被害や山火事等から森林を保全するとともに、被害を受けた森林の回復を行う。

関連する主な取組としては、次のとおりである。

・山火事を防止するための巡視の実施

・松くい虫、ナラ枯れ被害等森林病虫害の監視強化及び早期駆除

・アカマツ人工林樹種転換における天然更新の活用

・ニホンジカに対する監視体制の強化及び必要に応じた被害対策の実施

エ 土壌及び水資源の保全と維持

降雨や融雪等に伴う侵食から森林を守るとともに、水源の涵養のため、必要に応じ育
かん

成複層林施業や長伐期施業を推進するほか、山地災害により被害を受けた森林の整備復

旧を行う。また、森林施業においても裸地化する期間の短縮や、尾根筋や渓流沿い等で

の森林の存置を行う。

関連する主な取組としては、次のとおりである。

・伐期の長期化により、長期的に見た裸地状態の面積の縮小

・尾根筋や渓流沿い等における皆伐の回避
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・伐採跡地の的確な更新の確保

・下層植生の発達を促すための間伐の推進

・治山事業の計画的な実施及び災害時における迅速な復旧対策の実施

・多様な根系の形成を促す複層林施業等の多様な森林づくりの推進

オ 地球的炭素循環への森林の寄与の維持

森林による二酸化炭素吸収能力を将来にわたり十分に発揮させるため、間伐等を的確

に実施するとともに、適切な主伐・再造林による更新を実施する。また、木材の二酸化

炭素貯蔵機能や、化石燃料代替機能等を発揮させるため、木材利用を推進する。

関連する主な取組としては、次のとおりである。

・造林、間伐等の森林整備の推進

・計画的な木材生産

・主伐、再造林の推進

カ 社会の要望を満たす長期的・多面的な社会・経済的便益の維持及び増進

国民の森林に対する多様な期待に応えるため、森林が有する多面的機能の効果的な発

揮とともに、森林浴や森林ボランティア、環境教育等、森林と人とのふれあいの確保の

ためのフィールドの提供等や森林施業に関する技術開発に取り組む。

関連する主な取組としては、次のとおりである。

・機能類型区分に応じた適切な森林の管理経営の実施

・森林づくり活動のフィールドとして「遊々の森」等の国有林を国民に提供
も り

・「南八幡平自然休養林」等レクリエーションの森の利用促進

・木材の安定的な生産による循環型社会構築への貢献

キ 森林の保全と持続可能な経営のための法的、制度的及び経済的枠組

ア～カに記述した内容を着実に実行し「国民の森林」として管理経営を行うため、国
も り

有林野の関連する法律に基づく各計画制度の適切な運用はもとより、管理経営の実施に

当たっては、国民の意見を聴きながら進めるとともに、モニタリング等を通じて森林資

源の状況を把握する。

関連する主な取組としては、次のとおりである。

・地域管理経営計画等に基づいた適正な管理経営

・「国有林モニター」の設置や計画策定に当たっての意見聴取

・地域管理経営計画策定に向けた地元住民懇談会の開催による意見聴取

・広報誌やホームページの充実による情報発信

・保護林及び緑の回廊におけるモニタリング調査の継続実施

・森林現況の着実な把握

※ 「モントリオール・プロセス」とは、1992年の地球サミットで採択された「森林原則

声明」を具体化するため、欧州以外の温帯林等の持続可能な経営のための基準・指標の

作成と活用を進めることを目的として、1993年に始められた自主的な国際的取組のこと。

我が国を含め、米国、カナダ、ロシア、中国等の12ヵ国が参加しており、2007年（平成

19年）１月より、我が国が事務局となっている。
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④ 政策課題への対応

災害からの流域保全や地球温暖化防止、貴重な森林の保全、木材の安定的な供給、民有

林との連携等、地域から求められる国有林野への期待に応えるため、次のとおり本森林計

画区内での主な個別政策課題に対応していく。

視 点 主な取組目標

森林の公益的 【森林吸収源対策の推進】

機能の発揮 森林吸収源対策については、森林による二酸化炭素吸収能力を将来にわ

たり十分に発揮させるため、間伐等を的確に実施するとともに、適切な主

伐・再造林による更新を実施する。また、木材利用等の推進に率先して取

り組む。

【生物多様性の保全】

「葛根田・玉川源流部森林生態系保全地域」や「北上山御堂松植物群落
かつこん だ み どうまつ

保護林」等の保護林については、適切な保護管理を図るとともに、「奥羽

山脈緑の回廊」「北上高地緑の回廊」については針広混交林に誘導するた

めの抜き伐りやモニタリング調査を実施する。

【森林病虫害対策の推進】

松くい虫、ナラ枯れ被害対策については、県や関係市町、関係機関での

会議を踏まえて連携を図り、的確な防除を行うなど、被害拡大の防止に取

り組む。

【地域の安全・安心を確保する治山対策の展開】

人家等保全対象に近接する山地災害の危険のある箇所については、計画

的に治山事業を実施する。また、集中豪雨等で被災した箇所については、

早期に復旧を行う。

地域の林業・ 【木材の安定供給】

木材産業への カラマツ、スギを中心とした木材を供給するため、効率的かつ効果的な

貢献 森林整備及びその実施に必要な路網整備を行う。

【民国連携した森林整備の実施】

民有林と国有林が連携して効率的に路網整備や間伐等の森林整備に取り

組むため、森林整備推進協定を締結した「紫波町地域」及び「盛岡市・岩

手町・丹藤川上流地域」において、引き続き協定者が連携して森林整備を
たんどうがわ

推進する。

「 国 民 の 【国民参加の森林づくり】
も り

森林」として 国民が自主的に行う森林整備活動を推進する取組の一環として、「遊々
も り

の国有林の活 の森」として設定した「岩手山山麓森林環境体験学習の森」や「子抱山遊
こ だきやま

用 々の森」において、体験学習や活動への助言や技術指導等の支援を引き続

き実施し、国民が自主的に行う森林整備活動を推進する。また、森林環境

教育の取組として地域の小学校の体験林業・森林学習への支援を継続す

る。

「レクリエーションの森」として設定した雫石地区の野外スポーツ地域
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については、引き続きスキー場等を森林レクリエーションの場として利用

促進を図る。

東日本大震災 【国民の期待に応じた林産物の供給】

に関する復旧 復興ニーズに応じた木材の供給に努める。

・復興支援

（2）機能類型に応じた管理経営に関する事項

① 機能類型ごとの管理経営の方向

国有林野の管理経営に当たっては、公益重視の管理経営の一層の推進を旨とする方針の

下で、個々の国有林野を重視すべき機能に応じて区分し、いわゆる公益林として適切な管

理経営を行う。

具体的には、国有林の地域別の森林計画に定める公益的機能別施業森林の区域との整合

に留意しつつ、本森林計画区の国有林野を、国土保全を目的とする「山地災害防止タイ

プ」、原生的な森林生態系の維持・保存等を目的とする「自然維持タイプ」、森林レクリ

エーション利用等を目的とする「森林空間利用タイプ」、気象緩和等人間の居住環境の保

全を目的とする「快適環境形成タイプ」、水源の涵養を目的とする「水源涵養タイプ」の
かん かん

５つに区分する。なお、国有林の地域別の森林計画における機能類型と公益的機能別施業

森林の対応は下表に示すとおりである。

また、林相の維持・改良等に必要な施業の結果、伐採・産出される木材については、有

効利用を図るとともに、各機能の発揮に支障を及ぼさない範囲での齢級構成の平準化や地

域のニーズに応じた主伐を計画的に行い、木材の安定的な供給に寄与するよう努める。
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国有林の機能類型と公益的機能別施業森林の対応

注）分収林・共用林野については、契約等に基づく取扱いとする。
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別表１ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林の区域
市町村 林班名
滝沢市 143，157，91，92，

盛岡市

219，222，223，226，227，228，229，230，231，232，233，234，235，236，237，238，239，
301，304，305，306，307，308，309，310，311，220，243，244，246，247，248，249，250，
251，252，253，254，255，256，257，258，259，260，261，262，315，316，319，320，321，
322，435，516，601，602，282，283，284，285，286，287，288，289，290，291，292，298，
299，300，436，513，

紫波町 401，408，409，411，418，419，422，423，424，425，510，
矢巾町 428，429，430，431，432，433，434，

雫石町

607，611，614，617，618，625，635，667，669，670，689，690，691，692，701，706，707，
708，714，715，716，717，720，721，722，723，724，727，741，749，751，752，759，760，
761，773，774，781，783，784，801，802，803，804，693，696，697，699，700，789，790，
792，

岩手町 1002，1003，1006，1007，1037，1038，

別表２ 快適環境形成機能維持増進森林の区域
市町村 林班名
該当なし

別表３ 保健機能維持増進森林の区域
市町村 林班名
滝沢市 90，91，

盛岡市

60，62，63，64，65，66，67，301，302，303，309，310，311，312，313，314，363，364，367，
368，369，371，372，240，241，242，245，317，318，325，326，327，328，329，330，331，
347，348，354，361，362，365，366，370，536，537，538，540，61，80，81，82，84，85，86，
87，293，294，295，296，297，298，299，300，555，

紫波町 408，

雫石町
604，677，701，704，705，709，710，716，718，719，725，726，737，739，740，742，750，
751，753，754，755，760，761，762，763，764，765，766，767，768，769，770，771，772，
773，774，778，779，780，781，693，694，698，699，700，

岩手町 1055，

別表４ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林の区域
市町村 林班名
滝沢市 93，

雫石町
93，740，742，754，755，760，761，762，763，764，765，768，769，770，771，772，774，
778，779，780，783，784，694，792，

別表５ 保健機能維持増進森林の区域
市町村 林班名
盛岡市 63，208，

雫石町
718，743，744，745，746，747，748，750，752，753，755，756，757，758，759，774，775，
776，777，778，781，782，786，698，699，787，788，

岩手町 1019，1020，

別表６ 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林の区域
市町村 林班名
滝沢市 93，
雫石町 781，782，786，698，787，788，
岩手町 781，782，786，698，787，788，1020，

別表　　公益的機能別施業森林の区域

○　山地災害防止タイプ

○　自然維持タイプ

○　森林空間利用タイプ
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ア 山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関する事項

山地災害防止タイプは、土砂の流出・崩壊、その他山地災害による人命・人家等施設

の被害の防備、その他災害に強い国土の形成に係る機能を重点的に発揮すべき森林であ

り、次の事項に留意して、保全対象と当該森林の位置関係、地形や地質、森林現況等を

踏まえた適切な管理経営を行う。

具体的には、山地災害防止タイプについては、土砂流出・崩壊防備エリアと気象害防

備エリアの２つに分けて取り扱う。

（ア）土砂流出・崩壊防備エリア

山地災害防止タイプのうち、土砂流出・崩壊防備エリアでは、根系が深く発達し、

適度な陽光が入るよう密度管理することによって下層植生の発達が良好な森林に誘導

又は維持し、必要に応じて土砂の流出、崩壊を防止する治山施設等を整備する。

（イ）気象害防備エリア

山地災害防止タイプのうち、気象害防備エリアでは、樹高が高く下枝が密に着生し

ているなど遮蔽能力が高く、諸害に対する抵抗力の強い樹種によって構成される森林

に誘導し又はこれを維持するために必要な管理経営を行う。

山地災害防止タイプの面積 （単位：ha）

区 分 山地災害防止タイプ うち、土砂流出・崩壊 うち、気象害防備
防備エリア エリア

面 積 8,384 8,384 －

イ 自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項

自然維持タイプは、自然の推移に委ねることを原則として、保護を図るべき森林生態系

を構成する野生生物等の特性に応じ、保全すべき自然環境の維持・形成に必要な管理経営

を行う。

特に、希少な野生生物の生育・生息に資するために必要な森林、遺伝資源の保存に必要

な森林等については、「保護林」に設定し、適切に保全を図る。

なお、既存の「保護林」については、近年の科学的知見や管理手法の進歩、管理体制の

構築の必要性等を踏まえて再編を図る。

自然維持タイプの面積 （単位：ha）

区 分 自然維持タイプ うち、保護林

面 積 12,099 5,284
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ウ 森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事項

森林空間利用タイプは、保健、文化、教育等様々な利用の形態に応じた管理経営を行

うものとし、具体的には、景観の向上やレクリエーションの利用を考慮した森林の整備

を行い、必要に応じて遊歩道等の施設の整備を行う。

なお、国民の保健・文化的利用に供するための施設または森林の整備を積極的に行う

ことが適当と認められる国有林野については、「レクリエーションの森」として選定す

る。既存の「レクリエーションの森」については、施設の老朽化や利用者ニーズ等の変

化を踏まえ、リフレッシュ対策を実施していくとともに、利用が著しく低位にある地区

や今後の維持管理等が見通し難い地区については、地元自治体をはじめ幅広い地域関係

者等の意見を充分勘案し、必要に応じて廃止を含めた見直しを図る。

森林空間利用タイプの面積 （単位：ha）

区 分 森林空間利用タイプ うち、レクリエーションの森

面 積 4,044 3,415

エ 快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他快適環境形成タイプに関する事項

快適環境形成タイプは、騒音や粉塵等の緩和及び風害や霧害等の気象害防止等、地域

の快適な生活環境を保全する観点から、汚染物質の吸着能力が高く、かつ、抵抗性があ

り、葉量の多い樹種によって構成される森林に誘導し又はこれを維持するために必要な

管理経営を行う。

快適環境形成タイプの面積 （単位：ha）

区 分 快適環境形成タイプ

面 積 －

オ 水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項
かん かん

水源涵養タイプは、良質で豊かな水の安定供給を確保する観点から、浸透・保水能力の
かん

高い森林土壌を有し、根系や下層植生の発達が良好な森林に誘導し又はこれを維持するた

めに必要な管理経営を行う。

水源涵養タイプの面積 （単位：ha）
かん

区 分 水源涵養タイプ
かん

面 積 37,695

なお、機能類型ごとの具体的な管理経営については、別冊「管理経営の指針」に基づき

行う。
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② 地域ごとの機能類型の方向

本森林計画区は、次の地区に大別され、それぞれ重点的に行うべき管理経営は次のとおり

である。

ア 沼宮内地区(1001～1112、1209～1211、1214、1315～1324、1326、1409～1410林班)
ぬま く ない

当地区は岩手町に位置する丘陵林で、その多くがアカマツ、カラマツ、スギの人工林か

らなっている。また、国有林が、引木沢、芦田内、子抱、朽木沢等と小面積で点在してお
こ だき

り、周辺は農耕地や民有林と入り組んだ配置となっている。そのことから、水源涵養機能
かん

を発揮させるため、主として「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行う。
かん

イ 外山地区（59～71、80～87、205～372林班）
そとやま

当地区は盛岡市北東部に位置し、標高750m～1200ｍと比較的平坦な高地に、ブナ、ミズ

ナラからなる天然林とカラマツ人工林の森林構成となっている。外山地区は岩手県内にお
そとやま

いても寒冷な地域で、その中心部にある岩洞湖は下流への農業用水及び、水力発電として
がんどう こ

重要な水甕となっており、水源涵養機能を発揮させるため、「水源涵養タイプ」に区分し
みずがめ かん かん

管理経営を行う。また、県立自然公園に指定されている早坂高原周辺は「北上高地緑の回

廊」となっており「自然維持タイプ」に区分して管理経営を行う。

ウ 滝沢地区（15、42～48、90～95、143、156～166林班）

当地区は岩手山東斜面と山麓に広がる一帯とその下方に位置する丘陵林からなっている。

岩手山中腹より上部は十和田八幡平国立公園に指定されており、自然景観の維持等、原生

的な森林生態系を保存するため「自然維持タイプ」に区分して管理経営を行う。また、山

麓は伏流水の湧出地となっており、下流部の丘陵林においても周辺に農地が広がることか

ら、水源涵養機能を発揮させるため「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行う。
かん かん

エ 志和・煙山地区（401～409、411～438林班）
けむやま

当地区は奥羽山脈から連なる、箱ヶ森、南昌山、東根山の志和三山からなるブナ、ミ
はこ もり なんしようざん あずま ね さん

ズナラを主とする天然林とスギ、カラマツ人工林からなっている。北上川に流下する小渓

流が多く存在し、農地や住宅地が近く、さらに下流には東北自動車道やJR等主要交通機関

もあることから、ほぼ全域が水源かん養保安林、土砂流出防備保安林に指定され、山地災

害防止と水源涵養機能が期待されるため「山地災害防止タイプ」と「水源涵養タイプ」に
かん かん

区分し管理経営を行う。

オ 根田茂川・紫波東部地区（501～516、518～538、540～550、552～555林班）
ね だ も

当地区は北上川の左岸に位置し、北上高地の毛無森から続く丘陵林で、ブナ、ミズナラ
け なしもり

を主とする天然林及びスギ、カラマツ人工林からなっている。根田茂川は早池峰西方の毛
ね だ も がわ はや ち ね け

無森を水源とし、集落の生活用及び農業用水となっており、現在建設中の梁川ダム（水源
なしもり やながわ

・治水目的）への流入河川となっていることから、水源涵養機能の発揮を目的とした「水
かん

源涵養タイプ」により管理経営を行う。また、毛無森周辺は早池峰山周辺森林生態系保護
かん け なしもり はや ち ね

地域に指定されており、「自然維持タイプ」に区分して管理経営を行う。

紫波東部地区は、標高300ｍ～700ｍ程の丘陵林で、アカマツ・コナラからなる天然林と、

スギ、アカマツの人工林からなっており、周辺及び下流域が農地となっていることから

「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行う。
かん
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カ 葛根田地区（689～792、801～804林班）
かつこん だ

当地区は、葛根田川上流域と竜川上流域はブナを主とする天然林からなり、下流域は
かつこん だ がわ りゆうかわ

スギ、カラマツ人工林からなっている。ＪＲ田沢湖線北側の国見地区一帯は、地区の下流

域に農耕地が広がっていることから、天然林・人工林ともに水源かん養保安林、土砂流出

防備保安林に指定され、「水源涵養タイプ」、「山地災害防止タイプ」に区分し管理経営
かん

を行う。また、秋田県との県境をなす駒ヶ岳周辺は、十和田八幡平国立公園及び、葛根田
かつこん だ

川・玉川源流部森林生態系保護地域に指定されており、「自然維持タイプ」、そのほか南
がわ

八幡平自然休養林や網張、雫石、岩手高原スキー場など野外スポーツ地域は「森林空間利
あみはり

用タイプ」に区分し管理経営を行う。

キ 御所・鶯宿地区（601～688、794林班）
おうしゆく

当地区は南畑川、鶯宿川流域に位置し御所ダムへの流入河川が多く、ブナを主とする
みなみはたがわ おうしゆくがわ

天然林とスギ、カラマツ人工林からなっている。流域内にはさらに鶯宿ダム他３つ中規
おうしゆく

模のダムが設置され、下流部への農業用水となっており、ほぼ全域が水源かん養保安林に

指定されている。また、鶯宿地区及び御所ダム周辺は住宅地や温泉宿があり、小渓流の
おうしゆく

流入も多いことから、水源涵養機能と山地災害防止機能の発揮のため「水源涵養タイプ」
かん かん

「山地災害防止タイプ」に区分して管理経営を行う。
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図－２ 国有林の機能別森林分布図

盛岡市

岩手町

紫波町

矢巾町

滝沢市

雫石町

　山地災害防止タイプ

　水源涵養タイプ

　自然維持タイプ

　森林空間利用タイプ
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（3）森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項

国有林野の管理経営に当たっては、地域の森林・林業の再生、林業の成長産業化に貢献し

ていくため、流域を単位として民有林・国有林が連携して森林の整備等を行う流域管理シス

テムの下で、北上川上流流域林業活性化センター等の場において、地域における課題やニー

ズの把握に努める。それとともに、県、市町、森林組合、林業事業体等と密接な連携を図り

ながら、地域の森林・林業の再生に貢献していくため、国有林の組織・技術力・資源を活用

し、民有林の経営に対する支援等を先導的・積極的に進めていく。

具体的には、以下に掲げる事項に重点的に取り組む。

① 低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及

県、市町、林業事業体等と連携し、地形等諸条件に適合した林業機械の組合せと生産性

を検証し、効率性の高い作業システムの構築を図る。

具体的には、２箇所の森林共同施業団地を活用し、生産作業システムの改善や、民国連

携によるメリットについて、地域の林業・木材関連産業と一体となった現地検討会を流域

林業活性化センターとともに開催し、技術の普及や低コスト施業の定着を図る。また、コ

ンテナ苗の低密度植栽試験地を活用し、低コスト造林を図るための施業方法を調査し普及

を図る。

② 林業事業体の育成

事業の早期発注、年間の事業発注見通しの情報提供等、計画的な事業の発注に努めるこ

とにより、事業体の安定的な雇用の確保に資する。併せて、国有林材の安定供給システム

販売の推進、労働安全の確保、低コスト作業システムを推進するための現地検討会の実施

などに取り組む。

③ 民有林と連携した施業の推進

隣接する民有林との連携により双方の事業の効率化や低コスト化等が図られる区域につ

いては、森林共同施業団地を設定し、地域における施業の集約化を促進する。

具体的には、紫波町地域、及び盛岡市と岩手町の丹藤川地域に設定している２つの森林

共同施業団地において、民有林と連携した路網の整備と相互利用の推進、土場の共有化、

計画的な間伐等の森林整備の実施、民有林材との協調出荷等に取り組む。

森林共同施業団地

箇所数
面積（ha）

国有林 民有林

2 1,399.22 1,693.16

④ 森林・林業技術者等の育成

国有林野事業や各種研修を通じて、専門的かつ高度な知識・技術と現場経験を有する森

林総合監理士（フォレスター）等を育成し、県の森林総合監理士（フォレスター）等と連

携して市町村森林整備計画の策定や変更についての支援を行う。さらに、技術指導や研修

に必要なフィールドの提供、意見交換会等を通じて民有林の人材育成を支援する。
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⑤ 林業の低コスト化等に向けた技術開発

民有林経営への普及を念頭にした効果的な間伐や路網と高性能林業機械等を組み合わせ

た低コストで効率的な作業システム、将来の林業経営持続のため再造林における経費の節

減を図る伐採造林一貫作業システムや低密度植栽等の技術開発を推進する。

⑥ その他

ア 安全・安心の取組

県、市町と連携し、山地災害危険地区等の情報を収集しつつ民有林と情報の共有を図

っていく。また、治山事業による国土保全の取組について地域住民へ情報提供する。

イ 下流域住民等に対する情報提供、林業体験活動等

遊々の森の活用を図り、小中学生に対する体験林業や森林教室等の各種活動の支援を

行う。また、南八幡平自然休養林等のレクリエーションの森における森林浴や、自然観

察会による森林とのふれあいの場の提供、治山事業の見学会等を通じて、下流域住民に

対して森林の働きや防災機能等の役割をわかりやすく提供し、森林や林業に対する理解

を深め連携の強化を図る。また、「山の日」制定記念の分収造林等の制度を活用し、水

源となる森林整備を行うフィールドの提供と技術的指導に努める。

（4）主要事業の実施に関する事項

主伐については、森林による二酸化炭素吸収能力を将来にわたり十分に発揮させるため、

主伐期に達した林分について、現地の状況に応じて小面積・モザイク的に配置された森林を

造成するための伐採や複層林へ誘導するための伐採を計画するなど、積極的に主伐を計画し、

再造林を主とする確実な更新を進める。

間伐については、地球温暖化防止に係る森林吸収源対策を着実に実行するとともに、低コ

ストかつ効率的な事業を進めるために、実施箇所の団地化や低コスト路網整備、現地の状況

に応じた適切な列状間伐の実施等に積極的に取り組む。

更新については、コンテナ苗の供給状況を踏まえ、伐採から植栽までを一体的に行う「一

貫作業システム」の導入や、コンテナ苗の採用に努めることで、低コスト化を図る。

本計画期間における各事業の総量は以下のとおりである。

① 伐採総量 （単位：m3）

区 分 主 伐 間 伐 臨時伐採量 計

計 210,400 309,600 25,000 545,000
（7,192ha）

注１)（ ）は、間伐面積である。
注２）臨時伐採量とは、事業の支障木や被害木など、あらかじめ箇所ごとの伐採量を見込

むことが困難なものである。

② 更新総量 （単位：ha ）

区 分 人 工 造 林 天 然 更 新 計

計 620 186 806
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③ 保育総量 （単位：ha ）

区 分 下 刈 つる切・除伐 計

計 1,719 440 2,159

④ 林道の開設及び改良の総量

開 設 改 良
区 分

路線数 延長量(ｍ) 箇所数 延長量(ｍ)

計 14 23,680 － －

（5）その他必要な事項

① 地球温暖化防止対策の推進

国有林野事業として木材の利用促進に取り組むとともに、木材利用についての国民への

啓発に努める。

具体的には、治山工事において、コンクリートえん堤に使用する型枠に木製パネル式残

存型枠や、針葉樹型枠用合板を積極的に利用するとともに、山腹工における土留工、柵工

及び水路工等についても木製構造物を活用するなど木材を積極的に利用する。また、林道

工事においても、盛土箇所に必要な土留工や柵工等に木製構造物を活用するなど木材を積

極的に利用する。

② 生物多様性の保全

国有林野が奥地脊梁山脈から里山まで所在し、生物多様性の保全上重要な役割を担って

いることを考慮し、「葛根田川・玉川源流部森林生態系保護地域」や「奥羽山脈緑の回
かつこん だ がわ

廊」等の原生的な天然林や貴重な野生生物が生育・生息する森林について、引き続き適切

な保全・管理を行う。また、里山等の森林においても、現地の状況に応じた適切な間伐や

主伐の実施、針広混交林化、複層林化、長伐期化等による多様で健全な森林の整備・保全

を推進することで生物多様性の保全に配慮する。

さらに、自然災害等により劣化した森林の再生・復元、野生鳥獣との共存に向けた森林

整備に取り組むほか、地域やボランティア、ＮＰＯ等と協働・連携した森林管理を推進す

る。

2 国有林野の維持及び保存に関する事項

（1）巡視に関する事項

① 山火事防止等の森林保全巡視

日常の森林保全巡視を着実に実施することにより、山火事及び廃棄物の不法投棄の未然

防止、森林病虫獣害の早期発見・防除、高山植物の保護、保安林の適切な管理等の保全管

理に努める。また、保全管理の実施に当たっては、地元住民、地方公共団体、ボランティ

ア、ＮＰＯ等との協力･連携を図り、入林者への山火事防止や不法投棄防止意識の啓発等に
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努めるとともに、風水害による山地崩壊、倒木、林道等の施設災害の未然防止、あるいは

早期発見に努める。

特に、路網の整備に伴い、ゴミ及び一般産業廃棄物の不法投棄が発生することも想定さ

れるので、不法投棄の未然防止のため、地元住民及び関係機関と連携を図りつつ、随時巡

視に努める。

② 境界の保全管理

境界の適切な保全管理は、国有林野の管理経営の基礎であることから、境界標識類の確

認、境界の巡視、不明標の復元を計画的に行い、境界の保全管理に努める。また、居住地

域周辺等に所在する国有林野については、権限が未設定での占有使用やゴミの不法投棄等

が生ずることのないよう、重点的に保全管理に努める。

（2）森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止に関する事項

森林病害虫等の被害対策については、保護樹帯の設置、適切な保育の実行等により病害虫

等の森林被害に対する抵抗性の高い森林の整備等、被害の未然防止に努めるとともに、早期

発見及び早期駆除に努め、日常の管理を通じて適時適切に行うこととする。

このうち、松くい虫被害については、本森林計画区において被害地域の北上、拡大が見受

けられ、被害の先端地域となっていることから、主伐期に達しているアカマツ林については、

被害の拡大防止のため、以下の表を目安として、必要に応じアカマツ林の樹種転換を実施す

るものとする。なお、これらの実施に際しては、地方公共団体の地区防除指針等との整合性

を保つとともに、法令等により伐採等に制限が課せられている場合はその制限に従うことと

する。また、ナラ枯れ被害については、本森林計画区においては確認されていないが、早期

発見に努めるとともに、適切な防除対策の推進を図ることとする。

区分 条件

アカマツ林を継続 ①保護が必要なアカマツ林

する林分 ・保護林、特定母樹林、その他自然維持タイプに属する林分等アカマツ

の遺伝的多様性の保全に資する林分

・歴史的経緯、景観又は公益的機能の確保等の観点からアカマツ林の継

続を必要とする林分

②松くい虫被害のおそれの低いアカマツ林

・①以外の林分で、MB指数が 19未満の区域の林分
アカマツ林を継続 ・上記以外の林分（ただし、②のうち近隣の被害状況から見て松くい虫

しない林分 被害のおそれがある林分も含む。）

注）MB指数：1年のうち平均気温が15℃以上の月について、平均気温から15を引いた値を合計し

たもの。

（3）特に保護を図るべき森林に関する事項

① 保護林

本森林計画区には、貴重な自然環境としての天然林が多数存在しており、北上山御堂松
み どうまつ

植物群落保護林、男助山鶯宿天然スギ植物群落保護林等の５カ所の保護林を設定し、天然
お すけやまおうしゆく

性の特定植物群落の成立過程から自然推移による変化を学術上記録している。これらの地
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域においては、原生的な森林生態系における動植物の保護、遺伝資源の保存等を適切に図

っていく。また、要請に応じ、大学や試験研究機関の学術研究フィールドとして提供する

など積極的な情報提供に努める。

なお入林者の影響等による植生荒廃防止等の措置が必要な箇所については、地域の関係

者等との利用のルールの確立や標識の設置、歩道の整備等に努め、立入を可能とする区域

においては、学習の場等として多くの国民が利用できるように努める。

種 類 箇所数 面 積（ha）

森林生態系保護地域 2 5,254
森林生物遺伝資源保存林 － －
林木遺伝資源保存林 1 5
植物群落保護林 2 25
特定動物生息地保護林 － －
特定地理等保護林 － －
郷土の森 － －

総 数 5 5,284

② 緑の回廊

本森林計画区には２つの緑の回廊を設定しており、奥羽山脈沿いに青森県の八甲田山か

ら宮城県の蔵王周辺まで、約２kmの幅で、延長約400㎞にわたって、「奥羽山脈緑の回廊」

を設定しており、このうち本森林計画区には延長約34kmが含まれている。また、北上高地

の分水嶺沿いに早池峰山周辺森林生態系保護地域を中心として、北は久慈市平庭岳から、
はや ち ね

南は大船渡市の毛無森山まで、約２kｍの幅で延長150kｍにわたって「北上高地緑の回廊」
け なしもり

を設定しており、このうち本森林計画区には延長約24kmが含まれている。

緑の回廊においては、将来的に多様な樹種や複数の樹冠層からなる天然林を指向するこ

ととし、林内空間・照度及び採餌空間の確保等、野生生物の生育・生息環境の整備を図る

観点から、針葉樹人工林を針広混交林に誘導するための抜き伐り等に努めるとともに、モ

ニタリング調査を実施し、民有林関係者とも連携しつつ、質的充実に努める。

名 称 延 長（km） 面 積（ha）

奥羽山脈 34 4,764

北上高地 24 2,978

総 数 58 7,741

注１）数値は、本森林計画区に係るもののみである。
注２）四捨五入により計が一致しない場合がある。

（4）その他必要な事項

① 野生動物との共生および被害対策

ツキノワグマやニホンカモシカ等との共生については、森林施業を計画的に実施してい

く中で、野生動物の移動経路等の生息環境を維持していくよう配慮する。

野生動物による被害対策については、関係省庁、県、市町等と情報を共有しつつ日常の森
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林保全巡視において森林に対する獣害の監視に努める。特に、近年その分布が拡大している

ニホンジカについては、さらなる分布拡大と被害発生を防止するために監視体制の強化を図

り、分布情報の的確な把握に努める。具体的には、職員のみならず、国有林野で作業を行う

事業体や入林者にも働きかけることで、国有林関係者の総力を挙げて、チェックシートを活

用したニホンジカの分布等状況調査等に取り組む。さらに、必要に応じて被害対策を講じ

る。

② 渓畔周辺の取扱い

渓畔周辺については、野生生物の生育・生息場所や移動経路の提供、種子などの供給源

等として、生物多様性の保全上重要な役割を担っている。このため、本来成立すべき植生

による上流から下流までの連続性を確保することにより、森林生態系ネットワークの形成

に努める。

このことから、葛根田・玉川源流部森林生態系保護地域流域の葛根田川支流及び竜川支
かつこん だ かつこん だ がわ りゆうかわ

流の渓畔森林の施業においては、渓畔林の本来樹種の侵入木の保残、育成による森林整備

を図る。

③ 希少な野生生物の保護

希少な野生生物については、生育・生息地の情報把握に努めるとともに、必要に応じて

専門家の協力も得ながら、森林の各種機能の発揮との調整を図りつつその保護に努める。

特に、イヌワシ、クマタカ等の希少な鳥類については、引き続き営巣情報の把握に努め

るとともに、営巣地周辺で事業を実施する場合は、専門家の意見を聞き、繁殖時期等に配

慮し慎重に実施する。

④ その他

「自然維持タイプ」と「森林空間利用タイプ」については、地域住民、ボランティア、

ＮＰＯ等とも連携を図りながら、生物多様性保全の視点も踏まえつつ希少種の保護や移入

種の侵入防止等に努める。

3 林産物の供給に関する事項

（1）木材の安定的な取引関係の確立に関する事項

本森林計画区においては、利用可能なスギ・カラマツ等の人工林の資源が充実しつつある

状況を踏まえ、公益重視の管理経営を推進する中で、機能類型区分に応じた適切な施業の結

果得られる木材については、公共建築物等における木材利用の促進や地域における木材の安

定供給体制の構築が図られるよう、地域や樹材種ごとの木材の価格、需給動向を把握しつつ、

システム販売等を通じて国有林材の安定的・持続的供給に努める。

また、本地域では地域材の新たな需要を拡大する木材加工施設や、木質バイオマス利用施

設等の整備が推進されており、林業の成長産業化へ資する観点から、国産材の加工・流通の

合理化に取り組む製材工場等への安定供給システムの取組を推進する。

なお、木材需要の急変時には、地域や関係者の意見の迅速かつ的確な把握に取り組み、全

国的なネットワークを持つ国有林野事業の特性を活かした需給調整機能の発揮に努める。
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（2）その他必要な事項

① 木材利用の推進

公共関連工事や施設での木材利用を進めるため、治山・林道工事等において、木材の特

質を考慮しつつ法面保護工、治山ダム等に間伐材等を積極的に利用するとともに、庁舎等

施設の新改築をする場合は、木造化・木質化を積極的に推進するなど、率先して木材の利

用に努める。

また、県、市町等関係機関と間伐材等木材需要についての情報交換を進めるとともに、

林業・木材産業関係者と連携しつつ、木材利用の促進に寄与する。

② きのこ原木等の安定供給に向けた取組

東日本大震災による原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、安全なき

のこ原木等が不足している状況の中、安全なきのこ原木の供給が可能な林分の把握及び供

給可能者と供給希望者のマッチング支援を担うコーディネーターへの情報提供に努めるほ

か、菌床栽培用のおが粉原木の供給に努める。

4 国有林野の活用に関する事項

（1）国有林野の活用の推進方針

本森林計画区内の網張野外スポーツ地域は、岩手山の西側に位置し、ブナ・ミズナラ等の
あみはり

天然広葉樹林からなり、北上山系が遠望され、優れた景観を呈している。夏はキャンプ、冬

はスキー、また温泉施設も完備されており、四季を通じて多くの人々に利用されている。

このように、国有林野の活用に当たっては、本森林計画区の自然的、社会・経済的な特色

を踏まえつつ、住民の意向等を考慮して、公用・公共用・公益事業の用に供する活用、都市

と農山漁村の交流の促進、公衆の保健のための活用等地域における産業の振興や住民の福祉

の向上に資するよう努める。

レクリエーションの森

種 類 箇所数 面 積（ha）

自然休養林 1 1,883

自然観察教育林 1 14

風景林 1 82

森林スポーツ林 － －

野外スポーツ地域 3 1,435

風致探勝林 － －

総 数 6 3,414

（2）国有林野の活用の具体的手法

国有林野の活用については、公益的機能が発揮されるよう調整を図りつつ取り組む。また、

地方公共団体等との情報交換を密にし、公用・公共用・公益事業のための活用に資するとと

もに、不要地、余剰地については広く情報を公開するため、インターネット等を活用し、情

報の提供に努める。

なお、自然エネルギーを利用した発電用地として要望がある場合は、クリーンエネルギー
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の産出に寄与するという観点から、各種法律等を踏まえ、関係機関との連絡を密に行いなが

ら調整を進める。

（3）その他必要な事項

特になし。

5 公衆の保健の用に供する区域並びに当該区域内における公衆の保健の用に供する施設及び森

林の整備に関する基本的な方針

該当なし。

6 公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を行

うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項

（1）公益的機能維持増進協定の締結に関する基本的な方針

国有林野に隣接・介在する民有林野の中には、小規模で孤立分散し立地条件が不利である

こと等から森林所有者等による施業が十分に行われず、当該民有林野における土砂流出等の

発生が国有林野の有する国土保全等の公益的機能の発揮に悪影響を及ぼす可能性がある。こ

のような場合において、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切

なものとして、公益的機能維持増進協定制度を活用し、民有林野と一体的に施業を実施する

取組を推進することとし、このことを通じて民有林野の有する公益的機能の維持増進にも寄

与する。

具体的には、森林施業の集約化を図るための林道や森林作業道の開設とこれらの路網を活

用した間伐等の施業、地域の森林における生物多様性の保全を図る上で必要となる施業等を

民有林野と一体的に実施する取組を推進する。

（2）国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保

全に関する事項

公益的機能維持増進協定の締結に当たっては、森林法等の定めに従い、民有林野の森林所

有者等にも原則として相応の費用負担を求めるなど、合理的な役割分担の下での一体的な森

林の整備及び保全の実施に向けた条件整備を進める。

7 国民の参加による森林の整備に関する事項

（1）国民参加の森林に関する事項
も り

森林環境教育を推進するため、国有林野を活用した体験活動等を実施する「遊々の森」に

ついては、引き続きフィールド及び森林、林業等に関する情報を提供する。

また、ボランティア団体等が行う自主的な森林整備や保全活動についての要請に対応した

フィールドの提供や協定の締結等、多様な取組に努める。
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遊々の森

名 称（市町村） 面 積 (ha) 位 置 （林小班）

岩手山山麓森林環境体験 20.00 岩手山国有林（91ろ2、は1～は4、と2）
学習の森（滝沢市）

子抱山遊々の森 16.33 子抱国有林（1019ろ3、1020ち、り、わ1、
こ だきやま こ だき

（岩手町） れ、そ）

（2）分収林に関する事項

国有林野の所在する地域の復興と国民参加による森林整備、緑化思想の普及のため、地元

地域のみならず都市部の住民にも広く働きかけ、国民自らが森林資源の造成や地球環境の保

全・形成に参画できる制度として推進する。

また、川下の需要者である林産企業等に対して、当該企業が原料とする木材の安定確保等

を目的として、分収造林制度の活用を積極的に推進する。

さらに、そのほかの企業や団体などに対しては、業種の枠にとらわれない社会貢献活動の

一環として、森林資源の造成や環境保全に資する森林育成に参画を求め、分収林事業（「法

人の森林」）を積極的に推進する。
も り

（3）その他必要な事項

① 森林環境教育への取組

学校、県・市町、企業、ボランティア、ＮＰＯ、地域の森林所有者や森林組合等の民有

林関係者など、多様な主体と連携しつつ森林環境教育を推進する。

具体的には、「遊々の森」の活用、森林教室等の体験活動、森林環境教育に適したフィ

ールドの情報提供、森林環境教育のためのプログラムや教材の提供、指導者の派遣や紹介

等の取組を積極的に行う。

例えば、地域の小学校１、２年生の生活科、５年生の総合学習の時間において、教科と

連携を図った学習内容で、体験や実験を取り入れたプログラムにより取組む。

その際、指導者の派遣や紹介等を行うとともに、森林管理局・森林管理署等に設置した

森林・林業・木材に関する相談窓口である「緑づくり支援窓口」を通じた情報提供、教職

員やボランティアのリーダー等に対する普及啓発や技術指導、森林環境教育のプログラム

や教材の提供など、波及効果が期待される取組にも努める。

② 地域住民や関係各機関と連携した取組

ＮＰＯ等が行う自主的な森林整備等へのフィールドの提供や必要な技術指導を行うなど、

国民による国有林野の積極的な利用を推進し、森林整備や保全活動の要請に対応したＮＰ

Ｏ等と森林管理署等との協定の締結等、多様な取組に努める。

③ 地域に根ざした自主的な取組の推進

「国民の森林」の実現に向けて、公益的機能の維持増進を旨とする管理経営や地域の振
も り

興への寄与等の一層の推進を図るため、森林管理署等が地域の特性を踏まえた自主的な取

組を提案し、地域住民、県、市町、ボランティア、ＮＰＯ等と連携しつつ推進する。
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また、地域で開かれる森林環境教育活動への協力等を通じ、森林・林業に関する情報・

サービスの提供に努めるほか、インターネット等各種メディアを活用し、幅広い情報の発

信を行う。

④ 双方向の情報受発信

国有林モニターの活用等により、国有林野事業の活動全般について国民の意見を聴くな

ど、国民と国有林との双方向の情報・意見の交換を図ることにより、国民の要望の的確な

把握や、これを反映した管理経営の推進等の対話型の取組を進め、国有林野事業に対する

幅広い理解と支援を得るよう努める。

8 その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

（1）林業技術の開発、指導及び普及に関する事項

本森林計画区内の国有林野を、高性能林業機械の研修や、大学・試験研究機関等の学術研

究のためのフィールドとして提供するとともに、施業指標林等を活用し技術交流を図るなど、

民有林との連携強化に努める。

（2）地域の振興に関する事項

森林の整備や林産物の販売、国有林野の活用、森林空間の総合利用等、国有林野事業の諸

活動と国有林野の多様な利活用を通じて、地域産業の振興、住民の福祉の向上等に寄与する

よう努める。

また、市町など地域の要請にきめ細かく対応することとし、地域振興等に資する国有林野

の貸付や売払いに努める。

なお、本森林計画区では、豊かな自然環境が地域の重要な資源となっていることを踏まえ、

地域性を活かした産業の振興のための国有林野の活用や景観に配慮した施業の実施等につい

て、地元自治体等の要望への積極的な対応に努める。

（3）その他必要な事項

花粉発生源対策についての社会的ニーズに適切に対応するため、国有林における苗木の植

栽に際しては、可能な限り花粉症対策苗木を使用するよう努める。
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第１ 基本的な考え方

１ 国有林野の機能類型に応じた管理経営については、全国森林計画に即してたてられ

る国有林の地域別の森林計画における森林の整備及び保全の標準的な方法等を基礎と

して、重点的に発揮させるべき機能発揮の観点から望ましい森林資源の状態を維持し、

又はこれに誘導するため、個々の国有林野における林況や社会的要請等を踏まえて、

伐採や造林の方法、施設の整備の内容を適切に選択するなどにより、きめ細かく実施

するものとする。

併せて、地方公共団体等と連携して、国有林野事業及び民有林に係る施策の一体的

な推進に配慮する。

２ 管理経営の実施に当たっては、重点的に発揮させるべき機能以外の併存する他の機

能に十分配慮することとし、伐採時期の長期化、林齢や高さの異なる樹木から構成さ

れた複層状態の森林の整備、小面積・モザイク的配置に留意した施業、針葉樹と広葉

樹の混交を促進する施業を行うなど、必要に応じ、併存する公益的機能の発揮に必要

な措置を併せて講じるものとする。また、自然再生、生物多様性の保全、二酸化炭素

の吸収・固定源としての機能の発揮、国民と森林とのふれあいの場の提供、森林景観

の保全、渓畔周辺の整備及び保全等の観点に留意することとする。

第２ 機能類型ごとの指針

国有林野の機能類型に応じた管理経営は、第１の基本的考え方に基づき、次に掲げ

る事項に留意して適切に実施するものとする。

Ⅰ 山地災害防止タイプ

山地災害防止タイプについては、保全の目的に応じ、次の事項に留意して、保全対

象と当該林分の位置的関係、地質や地形等の地況、森林の現況等を踏まえて、管理経

営を行うものとする。

１．土砂流出・崩壊防備エリア

（土砂の流出、崩壊等山地災害による人命・施設の被害の防備を目的とする場合）

根系が深くかつ広く発達し、常に落葉層を保持し、適度の陽光が入ることによっ

て下層植生の発達が良好な森林であって、必要に応じて土砂の流出、崩壊を防止す

る治山施設等が整備されている森林を目標として、次により管理経営を行うものと

する。

（１）対象とする国有林野

土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、なだれ防止保安林、砂防指定地、

地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、その他土砂の流出・崩壊の防備等の

機能を重点的に発揮させるべき森林であって、国土の保全を第一とすべき国有林

野。

（２）整備の目標及び森林の例示

① ブナ、ミズナラ等の広葉樹を主とする天然林については、健全な大径木を含

む多様な樹種、径級によって構成され、樹冠層が適度にうっ閉した森林。

② ヒバを主とする天然林については、広葉樹及び健全な大径木を含む多様な樹

種、径級によつて構成され、樹冠層が適度にうっ閉した森林。
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③ 人工林及びアカマツ・クロマツが優占する天然林については、複数の樹冠層

で構成されている森林又は健全な大径木を主体に、広葉樹が混交し、下層木、

草本類が生育する森林。

（３）施業方法

天然力を活用することによって、的確な更新が図られると認められる林分につ

いては、「育成複層林へ導くための施業」、「天然生林へ導くための施業」を実施

することとし、この場合、周辺の母樹の賦存状況等から天然更新が可能な育成単

層林については、群状択伐等により積極的に広葉樹等の導入を図り、針広混交林

への誘導に努めること。

また、以下の伐採・搬出・更新・保育・間伐は、前述の整備の目標に誘導し、

又はこれを維持するため必要な場合に行うこととし、別紙１「育成単層林・育成

複層林及び天然生林へ導くための施業の基準」、別紙２「保護樹帯設定基準」、

別紙３「渓畔林設定基準」、「別紙４「海岸林施業の施業基準」によるほか、次

の点に留意するものとする。

（４）伐採･搬出

① 主伐は、必要に応じ、林分構造の改良を図るべき箇所について、成長の衰退

した林木等を対象として行うこと。ただし、伐採することにより、著しく土砂

の流出若しくは崩壊のおそれのある林分又は雪崩若しくは落石による被害を生

じるおそれのある林分については、伐採を行わないこと。

② 伐採方法は、森林の現状に急激な変化を与えないよう、択伐又は複層伐によ

ることを基本とし、林況、更新樹種の特性等を勘案して、適切に選択すること。

ア 天然林

（ア）伐採は、成長衰退木、被害木を主な対象として行う。また、一斉林にお

いては、整備の目標に誘導するために必要なものを対象として行う。

（イ）伐採方法は、森林の現況に急激な変化を与えないよう択伐によることを

基本とする。

（ウ）針葉樹を主とする天然林にあっては、混交する広葉樹の保残、育成に努

める。

イ 人工林

（ア）育成複層林に導びくための複層伐は、林齢がおおむね 50 年生に達した
以降に行い、育成複層林造成後の上層木の全面的な伐採は、上層木の成長

が著しく衰退するまでの間に実施する。

（イ）天然生林に導くための漸伐を行う場合は、林齢がおおむね 70 年生に達
した以降に行う。

③ 伐採木の搬出に当たっては、地表の損傷を極力行わないよう特に留意するこ

と。

（５）更新

主伐箇所のほか、必要に応じ、荒廃山地に対する植栽を行うこと。

（６）保育・間伐

① 樹種の多様化による根系の充実を図るため、針葉樹林にあっては、広葉樹の

育成を図ること。

② 下層木の成長又は林床植生の発達を促すため、やや疎仕立ての密度管理を行

うこと。
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（７）施設の整備

① 市街地、公共施設の保護等に必要な崩壊地、荒廃渓流等の復旧整備、荒廃危

険山地の崩壊防止等を目的とする治山施設の設置を行うこと。

② 路線の設定、法面の保護等に関し、土砂の流出・崩壊等に特に留意しつつ、

管理経営の計画的かつ効率的な実施に必要な路網の整備を行うこと。

（８）保護・管理

巡視にあたっては、特に森林の成長の衰退状況、土砂の崩壊・流出の発生状況

等の把握に努めること。

２．気象害防備エリア

（風害、飛砂、潮害、濃霧等の気象害による居住・産業活動に係る環境の悪化の

防備を目的とする場合）

下枝が密に着生しているなど遮蔽能力が高く、諸害に対する抵抗性の高い樹種

によって構成される森林を目標として、次により管理経営を行うものとする。

（１）対象とする国有林野

防風保安林、潮害防備保安林、その他気象害による環境の悪化の防備を重点的

に発揮させるべき森林であって、国土の保全を第一とすべき国有林野。

（２）整備の目標及び森林の例示

海岸地域において、クロマツ、カシワ等の潮害に対する抵抗力の強い樹種によ

って構成され、主風方向に対して一定の幅を持つ森林。

（３）施業方法

人工造林によらなければ的確な森林の維持造成が期待できない林分については

「育成単層林へ導くための施業」、「育成複層林施業へ導くための施業」による

こととし、天然力を活用することによって、的確な更新が図られると認められる

林分については「育成複層林施業へ導くための施業」、「天然生林施業へ導くた

めの施業」を実施すること。

さらに、気象害防備に有効な幅を有する森林を維持するため、異なる林齢によ

り構成される林木からなる森林の造成に努めることとし、森林の幅が小さい場合

は、原則として「育成複層林施業へ導くための施業」によること。

また、以下の伐採・更新・保育・間伐は、前述の整備の目標に誘導し、又はこ

れを維持するため必要な場合に行うこととし、別紙１「育成単層林施業・育成複

層林及び天然生林へ導くための施業の基準」及び別紙４「海岸林施業の施業基準」

によるほか、次の点に留意するものとする。

（４）伐採

① 主伐は、下枝が極端に枯れ上がる以前の時期に行うこととし、「育成単層林

へ導くための施業」については、形状比の高い林分を維持・造成するため、林

木の健全性を損なわない範囲において主伐の時期を長期化すること。

② 皆伐又は漸伐を行う場合は、主風の方向に対して森林が分断されないよう伐

区の形状に配慮すること。

（５）更新

更新樹種は、諸害に強い樹種とすること。
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（６）保育・間伐

下枝が過度に枯れ上がらず、かつ適度に通風の良い林分を造成するよう密度管

理を適切に行うこと。

（７）施設の整備

必要に応じ、主風方向の前面に植生を保護するための防風工等を設置する。

（８）保護・管理

巡視に当たっては、特に林木の成長の衰退状況、樹冠のうっ閉状況及び病害虫

の発生状況等の把握に努めること。

被害の未然防止、早期発見及び早期駆除に努め、民有林と国有林が連携した日

常の管理を通じて適時適切に行うこと。

Ⅱ 自然維持タイプ

自然維持タイプについては、良好な自然環境を保持する森林、希少な動植物の生育

・生息に適している森林等を目標として、保護を図るべき森林生態系、動植物等の特

性に応じ、次の事項に留意して、保全すべき環境の維持・形成を図るために必要な管

理経営（人為を排した取り扱いを含む。）を行うものとする。

（１）対象とする国有林野

自然環境保全地域、史跡名勝天然記念物、自然公園特別保護地区、同第１種特別

地域、保護林等であって原生的な森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の保

護、遺伝資源の保存等自然環境の保全を第一とすべき国有林野。

（２）森林の取扱い

天然林については、保護対象の維持のために必要な場合等を除き、原則として伐

採は行わないものとする。人工林については、長期的に天然林へ誘導することを指

向するものとするが、積極的に人為を加えないものとし、林分の維持のために伐採

を行う場合であっても必要最小限の範囲にとどめるものとする。

具体的には、保護林の種類別等ごとに次によることを基本とするが、学術研究そ

の他公益上の事由により必要と認められる行為、山火事の消火、大規模な林地崩壊、

地すべり等の災害の復旧措置として必要な行為、その他法令等の規定に基づいて行

うべき行為は以下に関わらず行うことができるものとする。

① 森林生態系保護地域

原則として人手を加えずに自然の推移に委ねるものとし、各々の保護地域の計

画に従って適切に取り扱うものとする。

② 森林生物遺伝資源保存林

原則として自然の推移に委ねるものとし、保存林の計画に従って適切に取り扱

うものとする。ただし、保存林の機能の維持確保を図る観点からの森林施業及び

病虫獣害対策等は専門家等の指導を受けた上で実施できるものとする。

③ 林木遺伝資源保存林

ア 原則として伐採は行わない。

ただし、保存対象樹種の恒久的な存続を図るために必要な場合に限り、枯損

木又は被害木の除去を中心とした弱度の伐採を行うことができるものとする。

イ 更新は、原則として天然更新によるものとし、保存対象樹種の特性を勘案し、

必要最小限の更新補助作業を行う。なお、植込等を行う場合は、保存対象樹種
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と同一の遺伝形質を有するものを使用する。

ウ 更新補助作業を行った林分で保存対象樹種の生育に必要な場合は、下刈、つ

る切、除伐等の保育を行う。

④ 植物群落保護林

ア 原則として伐採を行わないものとするが、遷移の途中相にある植物群落の維

持のために必要な場合等、その保護対象の維持に必要な場合に限り、伐採を行

うことができるものとする。

イ 伐採及び搬出に当たっては、保護の対象とする植物を損傷しないよう、特に

留意する。

ウ 保護の対象とする植物群落が衰退しつつある場合であって、更新補助作業又

は保育を行うことが当該植物群落の保護に必要かつ効果的であると認められる

ときは、まき付け、植え込み、刈出し、除伐等を行う。

⑤ 特定動物生息地保護林

保護を図るべき動物の生態的特性に応じた生息環境を維持するために必要な場

合に限り、伐採を行うことができるものとする。この場合、保護の対象とする動

物の繁殖時期を避けることとする。

⑥ 特定地理等保護林

保全対象の悪化をきたさないように十分に配慮しつつ、必要に応じ、保全に必

要な施業管理を行う。

⑦ 郷土の森

郷土の森ごとに定める保護、管理及び利用に関する計画に基づき、「郷土の森

保存協定」に従って市町村長の協力を得つつ実施する。

⑧ 保護林以外の自然維持タイプ

原則として自然の推移に委ねるものとするが、次のいずれかに該当する場合に

限り、伐採を行うことができるものとする。

なお、人工林の間伐を行う場合は、混在する天然木については伐採の対象とせ

ず、その保残・育成に努めるものとする。

ア 保護を図るべき動植物の生態的特性に応じた生息又は生育環境を造成するた

めに行う伐採

イ 遷移の途中相にある植物群落の維持のために行う伐採

ウ 人工林の間伐

エ 歩道等の軽微な施設の予定地上又は当該施設の利用に支障のある木竹の伐採

オ 他に代替箇所の選定が困難な公共施設、林道等の敷地予定地上の伐採、道路

等に対して支障又は危険がある木竹の伐採

カ 枯損木及び被害木の伐採

（３）施業方法

施業方法は、原則として「天然生林へ導くための施業」によること。

（４）伐採

伐採は、次の場合を除き行わない。

① 保護を図るべき動植物の生態的特性に応じた生息又は生育環境を造成するため

に行う伐採

② 遷移の途中相にある林分の現状維持のために行う伐採

③ 学術研究を目的として行う伐採

④ 歩道等の軽微な施設又は「保護林の再編・拡充について」（平成元年４月 11日
付け元林野経第 25号林野庁長官通達）の別紙５の第３の５の(3)の規定による施
設の予定地上又は当該施設の利用に支障のある木竹の伐採
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⑤ 人工林の間伐

⑥ その他病害虫等のまん延を防ぐための被害木の伐採など機能維持を図るために

必要な伐採

（５）施設の整備

① 保全すべき環境の悪化をきたさないよう十分に配慮しつつ、必要に応じ、自然

環境の保全に必要な管理のための路網の整備を行うこと。

② 自然の推移に委ねて保存する原生的天然林の周囲の森林等において、必要に応

じ、国土の保全の機能を維持するための治山施設の整備等を行うこと。

（６）保護・管理

① 巡視に当たっては、特に、希少な動植物の生育・生息の状況及びその環境の把

握に努めること。

② 遺産地域を科学的知見に基づき順応的に管理していくため、地元市町村、大学

・研究機関、その他の学識経験者等と連携・協力して、効果的な調査研究・モニ

タリング等に努める。

③ 保護林については、必要に応じ、民間のボランティア活動による協力を得つつ、

モニタリング、山火事警防、普及啓発活動を行うこと。

④ 入林者の影響等による植生の荒廃の防止、回復のために必要な措置を行うとと

もに、立入が可能な地域においては歩道の整備等に努める。

（７）その他

保護林については、本指針によるほか、「保護林制度の改正について」（平成 27
年 9月 28日付け 27林国経第 49号林野庁長官通知）に従うものとすること。

Ⅲ 森林空間利用タイプ

森林空間利用タイプについては、多様な樹種からなり、かつ、林木が適度な間隔で

配置されている森林、湖沼、渓谷等と一体となって優れた自然美を構成する森林、多

様な樹種・林相からなり、明暗、色調に変化を有する森林、街並み、史跡、名勝等と

一体となって潤いのある自然環境や歴史的風致を構成している森林、郷土樹種を中心

として安定した林相をなしている森林等の多様な森林であって、必要に応じて保健・

文化・教育的活動に適した施設が整備されている森林等を目標として、それぞれの保

健・文化・教育的利用の形態等に応じ、次により管理経営を行うものとする。

（１）対象とする国有林野

スポーツ、レクリエーション等の活動の場や優れた景観の提供及び都市又はその

周辺の風致の維持を重点的に発揮させるべき国有林野

（２）森林の取扱い

前述の整備の目標に誘導し、又はこれを維持するために必要な箇所について、別

紙１「育成単層林・育成複層林及び天然生林施業へ導くための施業の基準」により、

レクリエーションの森の種類ごとに、次の点に留意して実施する。

① 自然観察教育林

ア 野生動植物の観察や自然探勝を目的とする場合は、必要に応じて動植物の生

息・生育環境の維持・形成を図ることを目的として、林床植物の生育に必要な

照度確保のための保育、間伐、採餌木の植栽、利用の安全確保のための危険木

の伐採を行う。

イ 伐採（施設設置のために行うものを除く）は、天然林では成長衰退木、枯損
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木等を主な対象に、人工林では林分全体の成長が著しく衰退し始めた時期を目

安として実施する。

伐採方法は、森林の現況に急激な変化を与えないよう、原則として択伐又は

複層伐によるものとする。

ウ 林業生産活動のモデルとする場合は、イに関わらず、別紙６「施業群ごとの

管理経営の指針」に準ずるものとする。

② 森林スポーツ林

ア 森林内で快適なスポーツを楽しめるよう、特に施設の周辺の林分について明

るく変化に富み開放的で親しみやすい森林の維持造成を目的として、必要に応

じて間伐、危険木等の伐採、花木の育成等を行う。

イ 伐採を行う場合は、①のイに準ずるものとする。

③ 野外スポーツ地域

施設周辺の林分については、②のアに準ずるほか、地形、施設の種類・形態に

応じ、防風や土砂の流出防備等の機能の確保が必要な場合は、山地災害防止タイ

プの管理経営の指針に準ずるものとする。

④ 風景林

自然条件及び周辺の地形、当該景観の文化的意義等を考慮しつつ、特徴的な自

然景観の維持・形成に必要な施業を行う。

伐採は、次のいずれかに該当するものを除き、原則として行わないものとする。

ア 暴れ木、倒木、枯損木等で風致の維持上支障となる立木の伐採

イ 遷移の途上にある森林の維持に必要な侵入木の伐採

ウ 景観の維持向上に必要な更新を図るために必要な伐採

エ 通景の確保に必要な伐採

オ 人工林及び一斉林に近い天然林の間伐

⑤ 風致探勝林

森林内における快適な心身の休養に資するよう、湖沼、渓谷等と一体となった

美的環境の維持、施設周辺の林分の風致の維持を目的とし、必要に応じて保育、

間伐及び危険木の処理等を行う。

伐採を行う場合は、④に準ずるものとする。

⑥ 自然休養林

自然観察教育ゾーン、森林スポーツゾーン、野外スポーツゾーン、風景ゾーン、

風致ゾーン区分ごとに①から⑤に準じて取り扱うものとする。

⑦ レクリエーションの森以外の森林空間利用タイプ

景観の維持等を目的とし、必要に応じて保育、間伐及び危険木の処理等を行う。

伐採を行う場合は、①のイに準ずるものとする。

（３）施業方法

個々の国有林野の利用の形態、森林の現況等に応じた多様な森林を維持・造成す

るため、「天然生林へ導くための施業」を行うほか、人工林の有する美的景観を確

保する必要がある林分について「育成単層林へ導くための施業」、「育成複層林へ

導くための施業」を実施するなど、自然観察に適した森林の造成や修景等を行うに

ふさわしい施業方法を適切に選択すること。

また、国民の自主的参加による森林整備や体験林業を行う場の提供にも努めるも

のとする。

① 天然林における施業

原則として「天然生林へ導くための施業」によるものとする。この場合、自然

条件、自然観察の対象となる動植物の生態的特性等からみて、天然更新を図り、

成林させるため更新補助作業、保育又は間伐が必要な林分については、育成複層
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林施業（天然林）によるものとする。

② 人工林における施業

人工造林によらなければ的確な森林の維持造成が期待できない林分については

「育成単層林へ導くための施業」、「育成複層林へ導くための施業」によること

とする。

また、天然力を活用することによって、的確な更新が図られると認められる林

分については「育成複層林へ導くための施業」、「天然生林へ導くための施業」

を実施することにより、針広混交林・天然生林への誘導を図るものとする。

また、以下の伐採・更新は、別紙１「育成単層林・育成複層林及び天然生林へ

導くための施業の基準」による。

（４）伐採

① 伐採は、快適な利用のための環境又は美的景観の維持・形成を目的として行う

こと。

② 伐採を行うときは、個々の国有林野の利用の形態にふさわしい森林の造成が図

られるよう、樹種特性等を考慮しつつ、その目的に応じた伐採方法、伐採率等を

柔軟に選択して適切に実施すること。

（５）更新

更新に当たっては、必要に応じ花木の導入を図ること。

（６）施設の整備

① 路網及び歩道の作設については、風致の維持に配慮しつつ施設間の連絡、施設

としての利用及び必要な管理経営が効率的に行えるように路線を選定すること。

② 施設の設置に当たっては、山地災害の防止、水源の涵養及び自然環境の保全に
かん

十分配慮すること。

③ レクリエーションの森については、利用の形態、需要の規模に応じ、山地災害

の防止、水源のかん養及び自然環境の保全に十分配慮した上で、快適な利用が行

われるよう、適切な配置、規模形態により整備を行う。

④ レクリエーションの森以外の森林空間利用タイプについては、必要に応じて、

遊歩道、あずまや等の軽微な施設について、最小限の整備を行う。

（７）保護・管理

① 利用者に対する森林・林業に関する知識の普及啓発に努めること。

② 巡視に当たっては、利用の状況及び施設の管理状況の把握に努めること。

（８）その他

レクリエーションの森については、上記によるほか、「レクリエーションの森選

定調査実施要領について」（昭和 47年９月１日付け 47計第 326号林野庁長官通達）
及び「森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行に伴う国有林野の取り扱いに

ついて」（平成２年５月 16 日付け２林野経第 34 号林野庁長官通達）に基づき、そ
れぞれの選定の趣旨にふさわしい管理経営を実施すること。

Ⅳ 快適環境形成タイプ

汚染物質の吸着能力が高く、かつ、抵抗性があり、葉量の多い樹種によって構成さ

れる森林を目標として管理経営を行うものとする。

また、以下の施業方法・伐採・更新・保育・間伐は、別紙１「育成単層林・育成複
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層林及び天然生林へ導くための施業の基準」によるほか、次の点に留意するものとす

る。

（１）施業方法

施業方法は、防音や大気浄化に有効な森林の幅を維持するため、原則として「育

成複層林へ導くための施業」によること。

（２）伐採

主伐は、健全で成長の旺盛な森林を維持造成するため、諸害等により成長が衰退

する以前に行うこと。

（３）更新

更新樹種は大気汚染に対する抵抗性の高い樹種とすること。

（４）保育・間伐

葉量の多い森林を維持するため、やや密又は密仕立ての密度管理を実施すること。

Ⅴ 水源涵養タイプ
かん

水源涵養タイプについては、団粒構造がよく発達し、かつ、粗孔隙に富む土壌を有
かん

し、多様な樹種で構成されるなど根系や下層植生の発達が良好で、諸被害に強い等の

森林を目標として、流域としてのまとまりやそれぞれの森林の現況等に応じ、次によ

り施業を行うものとする。なお、これらの条件を維持できる範囲で森林資源の有効利

用に配慮するものとする。

（１）対象とする国有林野

水源かん養保安林、干害防備保安林、その他洪水緩和機能、渇水緩和機能、又は

水質保全機能を重点的に発揮させるべき森林であって水源涵養機能の発揮を第一と
かん

すべき国有林野。

（２）整備の目標及び森林の例示

① 人工林及びアカマツ・クロマツが優占する天然林については、健全な立木によ

って構成され、樹冠層が適度にうっ閉しており、地表が下層木、草本類若しくは

落葉落枝等によって被われている森林、複数の樹冠層で構成されている森林、又

は広葉樹が適度に混交している森林。

② ヒバを主とする天然林については、広葉樹及び健全な大径木を含む多様な樹種、

径級によって構成され、樹冠層が適度にうっ閉した森林。

③ ブナ、ミズナラ等の広葉樹を主とする天然林については、健全な大径木を含む

多様な樹種、径級によって構成され、樹冠層が適度にうっ閉した森林。

（３）施業方法

水源涵養機能の発揮のための森林整備を図りつつ、併せて周辺の森林資源の状況
かん

等から将来にわたって積極的に人為を加えていくことが適切と判断される育成単層

林においては、伐期の長期化を推進する施業を行うこと。

ただし、比較的傾斜が緩く、地位が良好で下層植生が豊かであるなど小面積に皆

伐を行っても表土の流亡の恐れのない林分を除くものとすること。

また、特定の水源の渇水緩和、水質の保全及び景観維持上等の理由から非皆伐状

態を維持すべき林分については、「育成複層林へ導くための施業」を推進すること

として、周辺の母樹の賦存状況等から天然更新が可能な育成単層林については、択
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伐等により積極的に広葉樹等の導入を図り針広混交林への誘導に努めること。

なお、具体的には、別紙５「施業群の区分及び施業方法等」の施業群ごとに、別

紙６「施業群ごとの管理経営の指針」を基本として、次の考え方により行うものと

する。

① 天然力を活用することによって、的確な更新が図られると認められる林分につ

いては、天然生林施業によるものとする。

また、自然的条件、樹種の特性等からみて更新補助作業、保育又は間伐を行う

ことが必要な林分については、育成複層林施業（天然林）によるものとする。

② 人工造林によらなければ的確な森林の維持造成が期待できない林分、又は再造

林によって速やかに森林の維持造成を図る必要のある林分は、育成単層林施業（人

工林）によるものとする。

ただし、景観の維持、その他公益的機能を維持する等のため、非皆伐状態を維

持すべき林分であって地況・林況及び林道の整備状況等からみて複層林を造成す

ることが可能と認められるものについては、育成複層林施業（人工林）とする。

③ 上記①、又は②のうちで育成単層林施業を行う林分（人工林・天然林）につい

ては、比較的傾斜が緩く、林木の生育が良好で下層植生が豊かである等小面積に

皆伐を行っても表土の流出のおそれのない林分を除き、伐期の長期化を推進する

施業を行うものとする。

（４）伐採・搬出

伐採は、前述の目標に誘導し、若しくはこれを維持するのに必要な場合に行うこ

ととする。また、整備の目標を維持できる場合については、その範囲内で森林資源

の有効利用に配慮して行うこととする。

個々の林分の取扱いについては、別紙１「育成単層林・育成複層林及び天然生林

へ導くための施業の基準」及び、別紙２「保護樹帯設定基準」、別紙３「渓畔林設

定基準」、別紙６「施業群ごとの管理経営の指針」によるほか、次の点に留意して

行う。

① 伐採方法は、森林の裸地化を極力回避するため、択伐又は複層伐を推進するも

のとすること。

また、皆伐又は漸伐を行う場合にあっては、伐採面積の縮小、モザイク的な配

置に努めるとともに、新生林分の保護、公益的機能の確保のため、尾根、斜面中

腹、渓流沿い、林道沿線等を主体として保護樹帯を必要な箇所に設けるものとし、

その幅員は概ね５０ｍ以上を基準とすること。特に渓流沿いについては水源涵養
かん

機能及び生物多様性保全機能に配慮し、渓流への土砂の流出や伐採等に伴う過度

の攪乱を抑えるため、積極的に保護樹帯を設けるものとすること。

また、保護樹帯については、その効果を適切に発揮させるため、多様な樹種か

らなる林分を育成することとし、伐採は、健全な立木の生育の助長と郷土樹種の

侵入の助長等を目的とし、原則として隣接の林分の主伐時又は間伐時に択伐によ

り行うこと。ただし、常に水流のある渓流沿いの保護樹帯の伐採については特段

の配慮を行うこと。

② 皆伐を行う場合の１伐採箇所の面積は、おおむね５ヘクタール以下（法令等に

よる伐採面積の上限が５ヘクタール未満の場合にあっては当該制限の範囲内）、

漸伐を行う場合の１伐採箇所の面積は、保安林及び自然公園第３種特別地域にあ

ってはおおむね５ヘクタール以下（法令等による伐採面積の上限が５ヘクタール

未満の場合にあっては当該制限の範囲内）、それ以外の森林にあってはおおむね

１０ヘクタール以下とし、漸伐の伐採率は５０％以内とすること。

また、伐期の長期化を行う場合は、標準伐期齢のおおむね２倍を超える林齢に

おいて主伐を行うこととし、利用価値も考慮すること。
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③ 択伐を行う林分（保護樹帯を除く）については、水源涵養機能の発揮の観点か
かん

ら、回帰年、伐採率を調整することとし、より水源涵養機能の発揮に配慮した林

分に誘導すること。

④ 現況が単一樹種の育成単層林であっても地況・林況等から他樹種の天然更新が

可能な林分については、積極的に「育成複層林へ導くための施業」、「天然生林

施業へ導くための施業」を行い、針広混交林への誘導を図るものとする。

⑤ 伐採木の搬出に当たっては、地表の損傷を極力行わないよう特に留意すること。

また、渓畔林においては、土場、搬出路等の設置を極力回避するものとする。

（５）更新

別紙１「育成単層林・育成複層林及び天然生林へ導くための施業の基準」及び別

紙７「施業群ごとの管理経営の指針」によるほか次の点に留意し、伐採跡地につい

ては、早急に更新を図ること。

① 人工林

画一的な更新方法の採用を避け、前生樹の成長の良否、周辺の母樹の賦存状況、

幼稚樹の発生、ぼう芽の発生状況等を考慮し、きめ細かく更新方法を選択するこ

と。

特に、人工植栽による更新に当たっては、植栽本数の減少や筋状の植栽方法な

ど将来針広混交林となることを前提とした手法についても検討を行い、可能な場

合については実施に努めること。

また、周辺の母樹の賦存状況等から天然更新が可能な育成単層林については、

択伐等により積極的に広葉樹等の導入を図り、針広混交林への誘導に努めること。

② 天然林

天然下種及びぼう芽により、必要に応じて地表処理、刈出し、植込み等の更新

補助作業を、表土の保全に留意しつつ実施すること。

（６）保育・間伐

① 人工林

ア 下刈は植栽木の生育のみを主目的とした画一的な方法でなく、高木性の侵入

木は保残し、植栽木の生育に支障のない植生は保全すること。

イ つる切は植栽木等の成長の支障とならないよう適宜行うこと。

ウ 除伐は植栽木以外であっても、公益的機能の発揮及び利用上有用なものは保

残、育成し、また、下層植生の維持及び密度管理上必要があれば、多様性の維

持に配慮しつつ、植栽木及び植栽木以外の樹種の本数調整を行うものとするこ

と。

エ 間伐は、林分が閉鎖して林木相互の競争が生じ始めた時期を目安に行うが、

照度不足により下層植生に衰退が見られ、表土の保全に支障が生じる場合は時

期を早めること。

間伐の繰返し期間は、おおむね１０年を目安とするが、経過年数のみで判断

せず、照度不足による下層植生の衰退の状況等を踏まえ実施する。

間伐率は、下層植生の発達に支障がある場合は、気象害等の防止に留意しつ

つ、通常より強めとするが、保安林については指定施業要件によることとする

こと。

間伐の方法については特定しないが、表土の保全に留意し、植栽木以外の樹

種であっても積極的に保残し多様化を図ることとすること。

② 天然林

保育、間伐については、人工林の場合に準じて、下層植生の維持を考慮して適

切に実施すること。
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（７）施設の整備

① 必要に応じ浸透を促進する施設等を整備すること。

② 路線の選定、法面の保護等に関し、土砂の流出・崩壊等水質に影響を及ぼさな

いように特に留意しつつ、管理経営の計画的かつ効率的な実施に必要な路網の整

備を行うこと。

（８）保護・管理

巡視に当たっては、特に下層植生の発達状況、土砂の崩壊・流出の発生状況等の

把握に努めること。
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別紙１ 育成単層林・育成複層林及び天然生林へ導くための施業の基準

１ 施業方法

区分 内容

育成単層林へ 森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に全部伐採し、人為

導くための施業 （植栽、更新補助（天然下種更新のための地表かきおこし、刈り払

い等）、芽かき、下刈、除伐、間伐等の保育等の作業）により単一

の樹冠層を構成する森林として成立させ維持する施業。

育成複層林へ 森林を構成する林木を択伐等により部分的に伐採し、人為により

導くための施業 複数の樹冠層を構成する森林（施業の関係上一時的に単層となる森

林を含む）として成立させ維持する施業。

天然生林へ 主として天然力を活用することにより森林を成立させ維持する施

導くための施業 業。（この施業には、国土保全、自然環境の保全、種の保存等のた

めの禁伐等を含む。）

２ 施業方法の基本的な考え方

森林の状態（林種の細分） 森林の条件 選択する更新方法及び施業方法

（１）天然林（自然 ア 荒廃地の復旧等森林の諸機能の維持を図るた 人工造林を行う。

の未立木地を含 め人工造林を行うことが必要かつ適切な森林 （育成単層林へ導くための施業）

む。） （育成複層林へ導くための施業）

イ 森林生態系保護地域、更新困難地等森林の諸 自然の推移に委ね

機能の維持を図るため自然の推移に委ねるべき る。

森林 （天然生林へ導くための施業）

ウ 上記ア又はイのいず (ｱ）自然条件及び森林 天然更新を行う。

れにも該当しない森林 を構成している樹種 （育成単層林へ導くための施業）

のうち、気候、地形、 、下層植生の状況か （育成複層林へ導くための施業）

土壌等の自然的条件、 らみて更新補助作業

林業技術体系等からみ （地表処理、刈出し、

て天然更新を行うこと 植込み等）を実施す

によって的確な更新が ることが必要かつ適

図られ、森林の諸機能 切な森林

の維持増進が図られる

森林 (ｲ) 上記(ｱ）に該当し 天然更新を行う。

ない森林 （天然生林へ導くための施業）
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（２）人工林（人工 ア 気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術 人工造林を行う。

林の伐採跡地を 体系からみて人工造林によって造成・育成して （育成単層林へ導くための施業）

含む。） いくことが適切な森林又は樹種の特性、母樹の （育成複層林へ導くための施業）

賦存状況等から人工造林によらなければ目標と

する森林整備が困難な森林

イ 上記アに該当しない森林 天然更新を行う。

（育成単層林へ導くための施業）

（育成複層林へ導くための施業）

（天然生林へ導くための施業）

注：１ 育成林は、「単層林」（樹冠層が単層の状態のもの）と「複層林」（樹冠層が複

層の状態のもの）に区分される。

なお、天然生林は、樹冠層の状態が単層であるか複層であるかを問わない。

２ 天然生林に保育又は間伐を実施したものは、育成林となる。

３ 施業方法の体系

施業方法 育成単層林へ 育成複層林へ 天然生林へ

導くための施業 導くための施業 導くための施業

複 層 伐 漸 伐 皆 伐 法令等で禁

伐
区 分 皆 伐 漸 伐 伐とする林

採
択 伐 択 伐 択 伐 分及び自然

方
条件により

法
有用天然木を保残 帯状伐採 群状伐採 群状伐採 施業を見合

作業方法 群状伐採 わせる林分

（母樹を保残） 単木伐採 単木伐採 単木伐採

天下１類 萌 芽

更
区 分 単層林造成 複層林造成

新
天下２類 天下２類

方

法
新 植 植 え 込 み

作業方法 （かき起こし） 新 植 かき起こし －

（刈 出 し） 刈 出 し

将来林種 育成単層林 育成複層林 天然生林
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４ 主伐

伐採方法、１伐採箇所の面積、伐区の形状、配置等の決定に当たっては、その林分を構

成している樹種の特性、地形条件等を考慮するとともに、天然更新を行う際には、周辺の

母樹や稚幼樹の生育状況等も考慮する。

このうち、ブナを主とする天然林は伐採前の林床の植生状況によって更新が大きく左右

されることから、林床型に応じて必要な母樹の保残、稚幼樹の保全に配慮するとともに、

ササ型の密生している林分については刈払い等により確実な更新が可能な場合以外は伐採

を行わない。（参考１参照）

ブナを主とする天然林の林床型

林床型 伐採前の林床植生の状況

ブナⅠ型 安定した稚幼樹（樹高６０㎝以上）が、１０，０００本／ｈａ以上ほぼ均等に生育して

いる林分

ブナⅡ型 樹高３０㎝以上の稚幼樹が１０，０００本／ｈａ以上生育している林分

落葉低木型 おおむね２ｍ以下の落葉低木類が繁茂している林分

サ サ 型 ササが密生している林分（ブナ稚幼樹はほとんどみられない）

また、「ヒバ林復元推進エリア」において、スギ等の人工林をヒバを主とする林分へ復元

する場合にあっては、参考２のとおりとする。

なお、水土保全機能の発揮のため、主要な尾根筋、渓流沿い、林道沿線等は積極的に保

残するとともに伐区の分散に努める。

（１）皆伐等

ア 皆伐又は複層伐を行う場合の１伐採箇所の面積は、おおむね５ｈａ以内とし、漸

伐を行う場合もこれを目安とする。

なお、法令等の制限がある森林はその制限内とする。

イ 水源涵養タイプ以外における人工林の育成複層林施業は、別紙６「施業群ごとの
かん

管理経営の指針」の「植栽型複層林施業群」及び「天然更新型複層林誘導施業群」

の施業方法に準ずるものとする。

ウ 皆伐区域は、原則として、当該伐区に隣接する林分がおおむねうっ閉した後でな

ければ設定しないこと。

ただし、うっ閉前の林分との間に幅員５０ｍ以上の保残区を設定する場合はこの

限りではない。

エ 皆伐区域内に有用天然木の中小径木やまだ生育の見込みがある造林木の小径木が、

群状に生育している場合には、これを保残、育成すること。
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有用天然木の範囲

針 葉 樹 ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ及び
これらと同等の価値を有する天然木

ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、シナノキ、サワグルミ、ウダイカンバ、

オノオレカンバ、ミズメ、ケヤキ、ホオノキ、カツラ、サクラ類、キハダ、イヌエンジ

広 葉 樹 ュ、イタヤカエデ、トチノキ、ミズキ、センノキ、ヤチダモ、キリ、及びこれらと同等

の価値を有する天然木

オ 天然林に対する漸伐は、原則として行わない。

（２）択伐

ブナ、ヒバを主とする天然林など、樹種特性や自然的条件からみて択伐を行うこと

が適当な林分、その他国土保全、自然環境保全・形成等を要請されている森林につい

ては、複数の樹冠層からなる林分となるよう適切な伐採率、繰り返し期間によること。

５ 更新

（１）人工造林

ア 地拵え

林地の保護及び地力の維持を図りつつ確実な更新を行うため、末木枝条の存置状

況、植生、地形等に応じた適切な作業方法を採用する。

有用天然木の稚幼樹が群状に生育している場合は、その保残、育成に努める。

イ 植栽樹種

植栽樹種は、スギ、カラマツを主とし、ヒノキ、アカマツ、クロマツ及び有用広

葉樹を対象とするが、植栽地の気候、地形、土壌等の自然条件のほかに、前生樹或

いは立地条件が類似する林分の生育状況等を勘案し、最も適合した樹種を選定する。

ただし、保安林で植栽樹種の指定のある場合は、その樹種とする。

ウ 植栽本数

単層林における植栽本数は、下表を目安とするが、地位等の立地条件及び有用天

然木の稚幼樹の成立状況に応じて調整するほか、効率的な施業実施の観点からも、

技術的合理性に基づき、現地の状況に応じた本数を植栽することとする。

なお、複層林については、上記の本数に複層伐の伐採率を乗じて得られる本数と

する。

ただし、保安林で植栽指定のある場合は、残存する立木や高木性の稚幼樹を含め

た本数及び植栽本数を加えた合計が、その指定本数を下回ってはならない。

樹種別の植栽本数表 （単位：本／ｈａ）

ス ギ 2,500 ～ 3,000

ヒノキ 3,000～ 3,500

カラマツ 2,000 ～ 2,500

ヒ バ 2,000～ 3,000
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エ 更新期間

更新面が裸地となる期間の短縮、森林資源の積極的な造成を図るため、伐採跡地

は速やかに更新することとし、原則として２年以内には更新する。

（２）天然更新

① 更新補助作業を実施する場合は、それぞれの林分の状況に応じた方法により行う

こととする。

② 末木枝条又はかん木類が稚幼樹の発生・生育の支障となっている箇所はその片付

け又は整理を行うとともに、A0 層が厚く更新が阻害されている箇所はかき起こし等

の作業を行う。

③ ササ等の下層植生により稚幼樹の生育が阻害されている箇所は刈出しを行う。

６ 保育

（１）人工林

ア 標準的な保育回数は、「造林方針書」の保育作業実行年次の標準表（目安）による

こととする。

イ 保育方法

① 下 刈

植栽木の生育のみを主目的とした画一的な方法ではなく、植栽木の樹高、周辺

植生の状況により有効な方法を採用する。

植栽木以外の有用天然木は保残する。また、植栽木及び有用天然木の生育に支

障のない植生は保全する。ただし、松くい虫対策の一環として樹種転換により更

新した林分については、アカマツの天然稚樹の除去に努め、植栽した樹種による

確実な成林を図るものとする。

植栽木の成長が旺盛になる６～７月にかけて行うように努める。

作業を終了する年の目安は、植栽木及び有用天然木が周辺の植生高を脱し、生

育に支障がなくなった時期とする。

② つる切

植栽木及び有用天然木の成長を阻害する場合に実施し、かん木類の発生状況等

を勘案して、極力、除伐と同時作業とする。

可能な限りつる類の伸長が旺盛になる夏季に行う。

③ 除 伐

植栽木及び有用天然木の成長を阻害しているもの並びに植栽木であっても形質

不良なもの及び将来生育の見込みのないものを対象として行う。ただし、松くい

虫対策の一環として樹種転換により更新した林分については、アカマツの除去に

努め、植栽した樹種による確実な成林を図るものとする。

また、可能な限り、かん木類のぼう芽による再生力が弱い夏季（６～８月）に

行う。

なお、豪雪地帯における急激な疎開は、雪害の危険があるので、植栽木と侵入

木の相互の配置状況を考慮し漸進的に行う。

④ 除伐２類

初回間伐の時期には達していないが、林冠が閉鎖し過密競合状態にある林分に

ついて、植栽木間の競争を緩和して残存木の成長促進を図り、林分の健全性を維

持するために行う。

⑤ 枝 打
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枝打ちは、早くから下枝を取り除くことによって、樹幹を調節し林木相互間の

競争を弱め、枯損木の発生を防ぎ、単位あたりの生立本数を多くすることが可能

である。また、節の大きさやその数を少なくし、幹の形質をよくして無節材を生

産する目的のほか、森林の保護上行う場合があるが、林分一斉に同じ状態に枝打

ちせず、その地力、単木の生育状況に応じ実行する。

（２）天然林
保育を実施する場合は、それぞれの林分の状況に応じた方法により行うこととする。

なお、アカマツ、クロマツ天然林は、人工林に準じた保育を行う。

７ 間伐

「間伐の要領」によることとし、対象林分の生育状況等を考慮のうえ、効率的な実行に

努める。

（１）間伐時期等

初回間伐は、林冠が閉鎖して林木相互間に競争が生じた時期以降に行い、間伐の繰

り返し期間はおおむね１０年を目安とするが、経過年数のみで判断せず、照度不足に

よる下層植生の衰退の状況等を踏まえ実施する。間伐の終了時期は主伐予定時期のお

おむね１０～１５年前までとする。

なお、水源涵養タイプの林分に対する間伐は、下層木の成長又は林床植生の発達を
かん

促すため、やや疎仕立ての密度管理を行う。

（２）間伐の方法等

その他具体的な実施方法については、「間伐の要領」による。

（３）天然林間伐

天然林に間伐を実施する場合は、それぞれの林分の状況に応じた方法により行うも

のとする。

なお、水源涵養タイプに区分されている場合は「施業群ごとの管理経営の指針」に
かん

よることとする。

８ その他

（１）隣接した林分において、皆伐、漸伐又は複層伐（Ａタイプ）を行う場合は、交互伐

採を行うものとするが、これが困難な場合は伐区の連続を避けるため、伐区間に保残

区を設けることとし、その幅員はおおむね５０ｍ以上とする。

また、新生林分に隣接して皆伐又は漸伐を行う場合は、原則として新生林分がおお

むねうっ閉した後（隣接新生林分の林齢がおおむね１０年以上を目安とする。）に行う。

（２）既契約に基づいて主伐を実施する分収林については、この基準に関わらず契約内容

により箇所ごとの伐採面積（法令等による伐採制限がある場合はその制限内）を設定

するものとするが、この場合においても、契約相手方に対して、水源涵養機能に配慮
かん

した伐採面積や配置について協議するなどした上で決定する。
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（参考２）ヒバ林復元の取組の考え方

津軽半島及び下北半島において設定する「ヒバ林復元推進エリア」の中の伐期に達したス

ギ等の人工林において、将来のヒバ林の拡大・充実が図られるようヒバ林の復元を図ること

を目的として、主に天然更新によりヒバを主とする林分へ誘導する取組を推進する。

（１）対象林分

「ヒバ林復元推進エリア」の中で伐期に達したスギ等の人工林であって、①ヒバを主とす

る天然林の周辺に位置し、林床にヒバの稚幼樹が旺盛に侵入している林分、または、②すで

にヒバを含んだ混交林となりつつある林分を対象とする。

一方、①水源涵養タイプ以外の機能類型に区分されている人工林、②高標高や海岸沿いな

どヒバの成育に不適な区域の人工林、③スギ・カラマツの成長が極めて良好で、これらの樹

種の良好な成長が見込める人工林、④歴史的経緯等によりスギ等の維持が必要な人工林は、

対象林分とはしないものとする。

（２）伐採方法・更新方法の目安

対象林分における伐採方法・更新方法は、林床にある稚幼樹のタイプ（下段（注）参照）

に応じて定めることとし、具体的には以下を目安とする。

なお、対象林分において、林内にヒバ又は広葉樹の小径木若しくはヒバ稚幼樹が生育して

いるものの、以下の林況による区分によりがたい場合は、現地の実態に応じて、伐採方法・

更新方法を検討する。

林況 伐採方法 更新方法

（A）ヒバ又は広葉樹の中 ・ヒバを上層木とする林分に誘導 ・天然更新とし、一部

小径木が林分面積の５割以 し、ヒバの天然更新を促すため、 天然更新不良のところ

上を占めている林分 原則として漸伐又は複層伐を行う。はヒバの植栽を行う。

（B）タイプⅢ又はタイプ ・稚幼樹の成育を促すため、皆伐 ・ヒバ稚幼樹が存在し

Ⅳの前生稚幼樹が林分面積 または複層伐を行う。特に、自然 ていない部分について

の３割以上を占めている林 景観の維持、その他公益的機能の は、ヒバの植栽を行う。

分（（A)の林況にある林分 確保のため非皆伐状態を維持すべ

を除く） き林分であって、複層林施業が可

能な林分については、複層伐（帯

状）を行う。

（C）タイプⅠ又はタイプ ・ヒバ稚幼樹を含めた下層植生の －

Ⅱの前生稚幼樹が林床の一 光環境の改善を図るため、３０％

部又は全域に見られる林分 程度の間伐を行う。（１０年程度

（(A)又は(B)の林況にある 経過し、（B）の林況になった後、
林分を除く) 主伐を行う）。
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（注）稚幼樹のタイプ

林床にあるヒバの稚幼樹の状態から、以下の４つのタイプに区分する。

稚幼樹のタイプ 特徴

Ⅰ 潜伏期（実 主に実生で発生し数年程度で、新梢が明瞭でないもの

生型）

Ⅱ 潜伏期（伏 主に伏条型で、地表を這っており、新梢が明瞭でないか又は２０ cm
条型） 未満のもの

Ⅲ 成長予備期 新梢が明瞭かつ２０ cm 以上で、１ｍ以上の垂直の樹幹が形成さ
れつつあり、旺盛な成長が期待されるもの

Ⅳ 成長期 樹幹が明瞭で、幹の直径が２ cm 程度以上あり、円錐形の樹形を
して成長が旺盛なもの（葉量が少なく樹勢の衰えているものを除

く）
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別紙 ２ 保護樹帯設定基準

水源涵養タイプにおいて、皆伐又は漸伐を行う場合、新生林分の保護、公益的機能の
かん

確保のため、保護樹帯を必要とする箇所に設けるものとする。

その効果を適切に発揮させるため、多様な樹種からなる林分を育成することとし、伐

採は、健全な立木の育成と被害木、老齢木等の除去等を目的とし、原則として隣接の林

分の伐採時に択伐又は間伐により行う。

ただし、人工林保護樹帯のうち、主要な尾根筋等以外に設定されている伐区調整のた

めの保残区については、新生林分保護の目的が終了し、皆伐が適当と判断される場合は

皆伐して差し支えない。

なお、幅員は、おおむね 50ｍ以上を基準とするとともに、小動物が移動するための回
廊としての機能を併せ持つ連続した保護樹帯の設置に努める。

区分 目 的 設 定 方 法 伐採方法

皆伐又は漸伐による森林 １ 主要な尾根筋の両側、その他必要な箇所
環境の急激な変化を緩和し、 に新生林分を囲むように設ける。
新生林分を気象害、火災及 ２ 寒風害のおそれがある場合は、融雪期の
び病虫害からの保護並びに 主風を遮るように設ける。
地力の維持を図る。 ３ 谷風等の局所風又は潮風による被害が予

想される場合は、その風を遮るように設け
保 る。 （皆 伐）

４ 斜面長が長く、かつ傾斜が急で積雪の葡
行による顕著な雪害発生のおそれがある場
合は、中腹に横断する形状に設ける。

５ 雪庇が生じる場合は、尾根筋沿いに風上、
風下の両斜面に設け、風下斜面は雪庇の幅 ・
以上とする。

護

山地崩壊、土砂の流出及 １ 山腹の崩壊、土砂の流出及びなだれの防
びなだれの防止並びに渓流 止のために設ける場合は、中腹に横断する 択 伐
及び道路保護を図る。 形状等その目的に応じた位置に設ける。

２ 渓流又は道路の保護のために設ける場合
は、渓流又は道路沿いに設ける。

樹 特に渓流沿いについては、水源涵養機能
かん

に配慮し、渓流への土砂の流出を抑えるた ・
め積極的に設ける。

優れた景観の保護、保健 １ 優れた景観を保護するため設ける場合は
休養施設及び主要道路から その林地の状況及び目的に応じ適切に設け 間 伐

帯 の景観保護を図る。 る。
２ 保健休養に利用される施設の周囲等必要
に応じて設ける。

３ 公道及び一般の通行に利用され、行楽客
等が多いと予想される林道付近には、道路
沿いに設ける。
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別紙 ３ 渓畔林設定基準

渓流沿いや湖沼の周囲等渓畔周辺について、その地域に本来成立すべき植生によって

上流から下流までの連続性を確保し、生物多様性の保全に貢献するため、渓畔林を設け

るものとする。

伐採は、本来成立すべき植生への誘導等を目的とし、残すべき樹木、下層植生、表土

の保全、土砂流出の抑制に留意しつつ、原則として択伐又は間伐により行う。

幅員は、高木性樹種の平均樹高の幅以上（平均樹高 25m以下の場合は渓流等の片側 25m
以上）を基準とするが、現地の状況に応じて地形の一体性などを考慮するものとする。

渓畔林の取扱については、「国有林野の渓畔周辺の取扱について」（平成 24年 8月 2日
付 24東計第 61号）によることとする。

目 的 設 定 方 法 伐採方法

上流から下流まで渓流沿い 常時水流のある渓流や河川沿い、湖沼及 漸 伐
の連続性を確保し、その範囲 び湿原の周囲に位置する水域と強い結びつ ・
の本来成立すべき植生への誘 きを持つ範囲に設定する。 択 伐
導・復元を図る。 ・

間 伐
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別紙 ４ 海岸林施業の施業基準

１ 施業の目標

海岸林は、飛砂防備保安林又は潮害防備保安林に指定されており、更に一部は保健保安

林・レクリエーションの森を兼ねているので、飛砂防備・潮害防備等国土保全機能の維持

向上を第一としながら、保健休養機能も併せて充足させる施業をする。

２ 地帯区分

汀線からの距離に応じ、次のとおり地帯区分し施業する。

区分 米代川 子吉川 庄 内

前砂丘後方 50 ｍの植 主砂丘の植栽地から 前砂丘の植栽地から

Ａ地帯 栽地からおおむね 80 ～ 後方おおむね 50 ～ 100 後方おおむね 80 ～ 100
100 ｍ程度までの区間の ｍ程度までの区間の地 ｍ程度までの区間の地
地帯 帯 帯

Ａ地帯の後方に接続 Ａ地帯の後方に接続 Ａ地帯の後方に接続

Ｂ地帯 し、おおむね 150 ｍ程 し、おおむね 50 ｍ程度 し、おおむね 50 ｍ程度
度までの区間の地帯 までの区間の地帯 までの区間の地帯

Ｂ地帯の後方に接続 Ｂ地帯の後方に接続 Ｂ地帯の後方に接続

Ｃ地帯 し、保育上必要とする し、保育上必要とする し、保育上必要とする

区間の地帯 区間の地帯 区間の地帯

３ 主伐

主伐は、林分の老齢化が進む等により健全性が顕著に低下し、自然に閉鎖が破れ更新を

要する時に行うこととし、選木は被害木及び衰弱木とする。

４ 間伐

間伐は、本数密度を調整することにより樹冠の発達した林木を育成し、健全な森林を造

成して飛砂防備又は潮害防備等の機能を維持向上させるために行う。

５ 更新

更新樹種は、クロマツ又はスギ、ミズナラ、カシワ等とする。

- 50 -



６ 除伐２類

海岸林は、ha 当たりおおむね 10,000 本程度の密植造林を行っており、幼齢時から林
木相互間の競争が始まり、林分の閉鎖によって下枝が枯れ上がり飛砂防備機能が衰え

るので、これを防ぐため次を目安に本数調整伐を行う。

区分 米代川 子吉川 庄 内

Ａ地帯 当面は見合わせるが、特に必要と認められる場合は現地の状況に応じて実行する。

初回は平均樹高がおおむね 3 ｍとなった時期と ha当たり 10，000本植栽
し、２回目以降は下枝の枯れ上がり状態等を勘案し、の場合、

Ｂ地帯 前回除伐から 5 ～ 10 年経過後に行い、ha 当たり成 １回目 2，000本
立本数が 3，000本となった時に終了する。 ２回目 3，000本

を行うものとし、除伐終了
時点で 5，000 本保残する
ものとする。

Ｂ地帯に準じて行うものとする。ただし、伐採率 10，000本植栽の場合
は本数割合で 50％未満とする。 １回目 5，000本

２回目 2，000本
3，000本保残する。

8，000本植栽の場合
１回目 2，000本
２回目 3，000本

Ｃ地帯 3，000本保残する。
6，000本植栽の場合
１回目 1，500本
２回目 1，500本

3，000本保残する。
5，000本植栽の場合
１回目 2，000本

3，000本保残する。

海岸林の除間伐基準表

平均樹高
残存基準本数（本／ ha）

平均樹高
残存基準本数（本／ ha）

ｍ ｍＢ地帯 Ｃ地帯 Ｂ地帯 Ｃ地帯

２ 8，000 １１ 1，050 900
３ 7，000 6，200 １２ 900 750
４ 5，400 4，600 １３ 800 700
５ 4，000 3，300 １４ 700 600
６ 2，900 2，400 １５ 650 550
７ 2，200 1，900 １６ 550 500
８ 1，800 1，500 １８ 450 400
９ 1，500 1，200 ２０ 400 350
１０ 1，200 1，000
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別紙 ５ 施業群の区分及び施業方法等

施業方法 伐採 更新 伐期齢 備 考
名 称 対 象 林 分

の区分 方法 方法 （回帰年） （適用計画区等）

育 成 水源涵養機能の発揮を第一とすべきスギ・カラマツ・ヒ
かん

スギ・カラマツ等 皆 伐 新植 ６０ 全計画区 ノキ・その他針葉樹の人工林（アカマツ、クロマツ、ヒバ
単層林 を除く。）のうち、地形、林木の生育などの状況から伐区

を分散させることにより皆伐新植を行うことが適当な林分

育 成 津軽 水源涵養機能の発揮を第一とすべきこれまで枝打ちを実
かん

ス ギ 枝 打 皆 伐 新植 ５０ 三八上北 施してきたスギ人工林のうち、団地的なまとまりがあり、
単層林 大槌・気仙川 かつ地形、林木の生育などの状況から皆伐新植を行うこと

宮城南部 が適当な林分

スギ・カラマツ 育 成 ｽｷ １００ スギ・カラマツ人工林のうち、地形、林木の生育等の状
皆 伐 新植 全計画区 況から伐期を長期化することが適当な林分

長 伐 期 単層林 ｶﾗﾏﾂ ８０

育 成 秋田県、 スギ人工林のうち、前生樹が天然スギであった林分で、
スギ超長伐期 皆 伐 新植 １５０ 最上村山 地形、林木の生育等の状況から伐期を１５０年程度とする

単層林 ことが適当な林分

植 栽 型 育 成 ｽｷﾞ １００ スギ・ヒノキ（ヒバ・アカマツ・カラマツ）人工林のう
複層伐 新植 全計画区 ち、地形、林木の生育等の状況から育成複層林施業を行う

複 層 林 複層林 ｶﾗﾏﾂ ８０ ことが適当な林分

育 成 皆 伐 天然 アカマツ・クロマツを主とする天然林及び人工林のう
ア カ マ ツ ５０ 全計画区 ち、地形、林木の生育等の状況から伐区を分散させること

単層林 (母樹保残) 下種 により皆伐天然下種更新を行うことが適当な林分

ア カ マ ツ 育 成 皆 伐 天然 アカマツ・クロマツを主とする天然林及び人工林のうち
１００ 全計画区 地形、林木の生育等の状況から皆伐天然下種更新を行うと

長 伐 期 単層林 (母樹保残) 下種 ともに、伐期を長期化することが適当な林分

ヒ バ 等 育 成 青森県 ヒバを主とする天然林及び人工林のうち、中小径木主体
－ － －－ 米代川 の林分でヒバ等択伐施業群へ誘導する林分

択 伐 林 誘 導 複層林

育 成 択 伐 天然 青森県 ヒバを主とする天然林及び人工林のうち、択伐天然下種
ヒ バ 等 択 伐 (15%以内) （１５） 米代川 更新を行うことが適当な林分

複層林 (30%以内) 下種 （３０）

育 成 天然 秋田県、 天然スギの混交率２５％以上の林分で、天然下種更新を
天 然 ス ギ － －－ 最上村山 行うことが適当な林分

複層林 下種

広 葉 樹 育 成 漸伐天然下種更新が行われたブナ等の広葉樹育成複層林
－ － －－ 全計画区 で、広葉樹択伐施業群に誘導する林分

択 伐 林 誘 導 複層林

育 成 択 伐 天然 ブナ等の広葉樹を主とする天然林のうち、択伐天然更新
広 葉 樹 択 伐 （４０） 全計画区 を行うことが適当な林分

複層林 (30%以内) 下種

ぼう 全計画区(大 ナラ等を主とする天然林のうち、薪炭材、しいたけ原木
ナラ等中小径木 天然生林 皆 伐 ３０ 槌・気仙川は の生産を行うことが適当な林分

芽 該当無し。)

天 然 更 新 型 育 成 天然 人工林のうち、間伐等の繰り返しにより、広葉樹(ヒバ
漸 伐 ７０ 全計画区 を含む。)を主とする天然林へ誘導する林分

複 層 林 誘 導 複層林 下種

育 成 分収造林、分収育林及び同見込地
分 収 林 皆 伐 新植 －－ 全計画区

単層林

原 則 天然 保護樹帯、試験地、次代検定林、精英樹保護林、展示林、
そ の 他 天然生林 択 伐 －－ 全計画区 竹林、択伐を行う人工林

(30%以内) 下種

原 則 天然 更新困難地
(施業群設定外) 天然生林 －－ 全計画区

禁 伐 下種

注） 更新方法は一般的な取扱いであり、実行に当たっては現地の実態に応じて適切な方法を選択するものとする。
注) 主伐を行う場合には原則として伐期齢以上とする。また、「地域別の森林計画」で定める標準伐期齢を下回ることはできない。
注） 伐採系森林整備による伐採をする場合には「伐採系森林整備のすすめ方」によること。
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別紙 ６ 施業群ごとの管理経営の指針

１ スギ・カラマツ等施業群

１ 対象林分

スギ、ヒノキ、カラマツ又はその他針葉樹を主体とする人工林（アカマツ、クロマツ、ヒバを主とす

る人工林を除く。）のうち、当該林分の地況、林況等から人工造林によらなければ的確な森林の維持造

成が期待できない林分又は再造林によって速やかに森林の維持造成を図る必要のある林分であって、か

つ、比較的傾斜が緩く、地位が良好で下層植生が豊かであるなど小面積に皆伐を行っても表土の流出の

おそれのないものを対象とする。

２ 施業目標等

成長が旺盛で根系が発達し、下層植生や落葉落枝によって表土がよく被われ保護されている森林への

誘導又は維持を図ることを目標とする。

具体的には、保育、間伐等によって適切な立木密度を確保するとともに、伐採に当たっては、伐採面

を分散させるなど、表土の保全に配慮した方法によるものとする。

樹 種 伐期齢 備 考(適用地域等)

スギ・カラマツ・ヒノキ・
６０年（※） 全計画区

その他針葉樹

（※）多様な森林環境の形成を図るため、小面積（2.5ｈａ以下）・モザイク的に配置された森林を造成
することを目的として主伐を行う場合は伐期齢を 10年程度下回ることができることとする。
ただし、「国有林の地域別の森林計画書」で定める標準伐期齢未満で主伐を行うことはできない。

３ 施業方法

別紙１「育成単層林・育成複層林及び天然生林へ導くための施業の基準」によるほか、次の点に留意

すること。

（１）主伐

皆伐によることとし、１伐採箇所の面積はおおむね５ｈａ以内とし、分散させモザイク状に配置す

るよう努める。

ただし、法令等により制限のある場合はその範囲内とする。

（２）更新・保育・間伐

更新は、スギ、カラマツ等の人工植栽によることとし、更新期間の短縮に努めること。特に、ヒノ

キについては、下層植生を維持するため、また、カラマツについては、旺盛な生育を確保するため、

可能な限り疎仕立ての管理を行うこととする。

間伐の繰り返し期間は、おおむね１０年（カラマツについてはおおむね８年）を目安とするが、経

過年数のみで判断せず、照度不足による下層植生の衰退の状況等を踏まえ実施する。
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２ スギ枝打施業群

１ 対象林分

スギ・カラマツ等施業群の対象林分に適合するスギ人工林のうち、これまで枝打ちを実施してきた、

おおむね５０ｈａ程度の団地的なまとまりのある林分を対象とする。

２ 施業目標等

成長が旺盛で根系が発達し、下層植生や落葉落枝によって表土がよく被われ保護されている森林への

誘導又は維持を図ることを目標とする。

具体的には、保育、間伐等によって適切な立木密度を確保するとともに、伐採に当たっては、伐採面

を分散させるなど、表土の保全に配慮した方法によるものとする。

樹 種 伐期齢 備 考(適用地域等)

津軽、三八上北、
ス ギ ５０年 大槌・気仙川、

宮城南部

３ 施業方法

別紙１「育成単層林・育成複層林及び天然生林へ導くための施業の基準」によるほか、次の点に留意

すること。

（１）主伐

皆伐によることとし、１伐採箇所の面積はおおむね５ｈａ以内とし、分散させモザイク状に配置す

るよう努める。

ただし、法令等により制限のある場合はその範囲内とする。

（２）更新

スギの人工植栽によることとし、更新期間の短縮に努めること。

（３）保育・間伐

必要な保育及び間伐を行うほか、次により枝打ちを行う。

ア 打上高は、樹冠からの雨滴浸食の防止にも留意して根張部分を加えて４ｍ以内とし、２回に分

けて実施する。

イ 枝打の実施時期は、最下枝下高の直径が７ｃｍ程度になったときとする。

ウ 枝打の対象木は、主伐期まで存置する通直なものとし、林縁木等は枝打の対象としない。

エ 作業は、成長期（樹液流動期）及び傷口の凍結のおそれのある厳寒期を避ける。

- 54 -



３ スギ・カラマツ長伐期施業群

１ 対象林分

スギ又はカラマツの人工林であって、当該林分の地況、林況等から人工造林によらなければ的確な森

林の維持造成が期待できない林分又は再造林によって、速やかに森林の維持造成を図る必要のある林分

を対象とする。

なお、カラマツ人工林については、停滞水を生ずるような平坦地、凹地など心腐病の発生のおそれが

ある箇所を除くものとする。

２ 施業目標等

スギ等の健全な大径木を主体に構成され、根系がよく発達し、下層植生や落葉落枝によって表土がよ

く被われ保護されている森林、又は天然更新した高木性のアカマツ、モミ、広葉樹等が一部に混交し、

多層な樹冠が形成されている森林への誘導または維持を図ることを目的とする。

具体的には、保育、間伐等によって適切な立木密度の確保と他の高木性樹種の導入を図るとともに、

伐採に当たっては、伐採面を分散させるなど、表土の保全に配慮した方法によるものとする。

樹 種 伐期齢 備 考(適用地域等)

スギ １００年
全計画区

カラマツ ８０年

３ 施業方法

別紙１「育成単層林・育成複層林及び天然生林へ導くための施業の基準」によるほか、次の点に留意

すること。

（１）主伐

皆伐によることとし、１伐採箇所の面積はおおむね５ｈａ以内とし、分散させモザイク状に配置す

るよう努める。

ただし、法令等により制限のある場合はその範囲内とする。

（２）更新・保育

スギ又はカラマツの人工植栽によることとし、更新期間の短縮を図るとともに、「造林方針書」等

に基づき必要な保育作業を行うこととする。

（３）間伐

「間伐の要領」によるほか、実施時期等については次を目安として高木性樹種の侵入、生育状況等

にも留意して実施する。

ア 間伐の繰り返し期間は、スギ、カラマツ等施業群の伐期齢（６０年）まではおおむね１０年、そ

れ以降はおおむね１５～２０年を目安とするが、経過年数のみで判断せず、照度不足による下層植

生の衰退の状況等を踏まえ実施する。

イ 間伐終了の時期は、主伐予定時期のおおむね２０年前とする。
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４ スギ超長伐期施業群

１ 対象林分

天然スギの生育地域等で特に、林地生産力が高く、立地条件に恵まれたスギの人工林であって、当該

林分の地況、林況等から人工造林によらなければ的確な森林の維持造成が期待できない林分又は再造林

によって速やかに森林の維持造成を図る必要のある林分を対象とする。

２ 施業目標等

樹 種 伐期齢 備 考(適用地域等)

ス ギ １５０年 秋田県、最上村山

３ 施業方法

別紙１「育成単層林・育成複層林及び天然生林へ導くための施業の基準」によるほか、次の点に留意

すること。

（１）主伐

皆伐によることとし、１伐採箇所の面積はおおむね５ｈａ以内とする。ただし、法令等により制限

のある場合はその範囲内とする。

（２）更新・保育

スギの人工植栽によることとし、更新期間の短縮を図るとともに、「造林方針書」に基づき必要な

保育作業を行うこととする。

（３）間伐

間伐実施の時期等については次を目安として林分の閉鎖状況等を見て実施する。

ア 間伐の繰り返し期間は、スギ・カラマツ等施業群のスギ伐期齢（６０年）まではおおむね１０

年、それ以降はおおむね１５～２０年を目安とするが、経過年数のみで判断せず、照度不足によ

る下層植生の衰退の状況等を踏まえ実施する。

イ 間伐終了の時期は、主伐予定時期のおおむね２０年前とする。
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５ 植栽型複層林施業群

１ 対象林分

スギ、カラマツ、アカマツ、ヒノキ等の人工林のうち、自然景観の維持、その他公益的機能の確保の

ため非皆伐状態を維持すべき林分であって、気象条件、林況、搬出条件からみて複層林施業が可能な林

分とする。

２ 施業目標等

伐採により裸地が生じないよう、人工造林によって複数の樹冠層を有する森林への誘導又は維持を図

ることを目標とする。

施業の実施に当たっては、下層木の陽光を確保するため間伐・複層伐を適切に実施する。

樹 種 伐期齢 備 考(適用地域等)

スギ・ヒノキ・アカマツ １００年
全計画区

カラマツ ８０年

３ 施業方法

別紙１「育成単層林・育成複層林及び天然生林へ導くための施業の基準」によるほか、次の点に留意

すること。

（１） 施業方法の区分

立地条件等に応じて次の２タイプの施業方法のいずれかを選択する。

ア Ａタイプ（択伐タイプ）の複層林

自然景観の維持、その他公益的機能の確保のため特に非皆伐状態での森林の維持が要請されてい

る箇所。

具体的には、簡易水道の取水口周辺、主要な国道、観光道路沿い、観光施設周辺等であって、特

に景観に配慮する必要がある箇所を対象とする

イ Ｂタイプ（帯状、格子状伐採タイプ）の複層林

Ａタイプ以外の箇所であって、複層林施業を行うことが適当な林分を対象とする。

（２） 間伐

ア 複層林造成まで

① 若齢林分の間伐は、スギ・カラマツ等施業群に準じて実施する。

② 立木密度が高く樹冠がひ弱な林分については、初回の複層伐のおおむね 10 年前に予備伐
（間伐）を行う。

イ 複層林造成後

① Ａタイプにおいて上層樹冠がうっ閉し、下層木や下層植生の生育に支障が生じる場合は、

適切な時期に受光伐を実施する。

② Ｂタイプの保残帯の間伐は、スギ・カラマツ長伐期施業群に準じて適切な時期に実施する。

③ 下層木又はＢタイプの保残区の間伐は、生育状況に応じてスギ・カラマツ等施業群に準じ

て適切な時期に実施する。
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（３） 誘導時期

単層林から複層林への移行の開始時期（下層木植栽のための伐採）は、上層木の林齢が「国有林

の地域別の森林計画書」で定める標準伐期齢となった以降とし、三段林以上の複層林への移行の時

期は、造成する複層林の層の数に応じて設定する。

（４） 複層伐

ア 伐採面積の限度

① Ａタイプ

複層伐の１伐採箇所の面積（伐採区だけでなく、保残区を含んだ伐採対象となる区域全体

の面積）は、おおむね５ｈａ以内とし、保安林等の法令制限がそれを下回る場合は、その制

限の範囲内とする。

② Ｂタイプ

複層伐の１伐採箇所の面積（伐採帯だけでなく、保残帯を含んだ伐採対象となる区域全体

の面積）は上限を設けない。

イ 伐採率等

① Ａタイプ

伐採率は、樹冠配置等も考慮し、おおむね 50％以下とする。
選木は、ある程度群状に選木を行い、更新に必要な照度が確保できるよう植込み面の確保

に努める。

② Ｂタイプ

伐採帯の幅は樹高の２倍以下とし、伐採帯の面積の合計は区域全体のおおむね 50 ％以下
とする。

伐採帯の間隔は造成する複層林の層の数に応じて適切に設定する。（例：二段林であれば

伐採帯の幅と同程度）

（５）更新・保育

更新・保育については、次の点に留意して行うものとする。

ア 更新樹種

複層林施業の更新樹種（下層木）は、原則としてスギとするが、気象条件、土壌条件から適切

に選択する。

イ 植栽本数

① Ａタイプ

植栽本数は、樹種別のｈａ当たりの植栽基準本数に複層伐の伐採率を乗じたものとする。

なお、植栽に当たっては、上層木の樹冠下に植栽を行わない。

② Ｂタイプ

植栽本数は、樹種別のｈａ当たりの植栽基準本数に伐採帯の面積を乗じたものとする。

ウ 下刈・除伐

下刈・除伐は植生の状況を見て必要に応じ実施する。
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６ アカマツ施業群

１ 対象林分

アカマツ若しくはクロマツを主とする人工林又は天然林のうち、地形条件等から皆伐天然更新が可能

な林分で、かつ、比較的傾斜が緩く、地位が良好で下層植生が豊かであるなど小面積に皆伐を行っても

表土の流出のおそれのないものを対象とする。

２ 施業目標等

成長が旺盛で根系が発達し、下層植生や落葉落枝によって表土がよく被われ保護されている森林への

誘導又は維持を図ることを目標とする。

具体的には、保育、間伐等によって適切な立木密度を確保するとともに、伐採に当たっては、伐採面

を分散させるなど、表土の保全に配慮した方法によるものとする。

樹 種 伐期齢 備 考(適用地域等)

アカマツ・クロマツ ５０年 全計画区

３ 施業方法

別紙１「育成単層林・育成複層林及び天然生林へ導くための施業の基準」によるほか、次の点に留意

すること。

（１）主伐

アカマツは、天然更新が良好であり、種子が発芽しやすいように環境を整えれば人工造林と同程度

の更新が期待できることから、原則として皆伐天然下種更新によるものとする。

ただし、松くい虫対策の一環として樹種転換を図る場合においては、皆伐天然下種更新に限らず、

森林現況からアカマツ以外の樹種の生育状況を踏まえて将来樹種を選定した上で、その更新のために

適切な伐採方法を選択するものとする。

天然下種更新には、帯状皆伐法（側方更新法）と母樹保残法（上方更新法）があるが、伐区の状況

等から確実な更新が期待できる場合は帯状皆伐法を採用して差支えない。

ア 帯状皆伐法（側方更新法）

① 伐区の幅は、側方のアカマツ林の生育状況、主風条件、土壌条件等を勘案して決定する。

② 伐採面が、緩斜地形で主風方向に位置するなど良好な条件下にあっても伐区の最大幅は 100
ｍを限度とする。

イ 母樹保残法（上方更新法）

① 母樹は着果の良好な樹冠の発達したものを選び、原則として群状に保残する。

② 母樹は一群当たりおおむね 10本を、ｈａ当たり 5～ 10箇所を目安として更新面に配置する。
なお、北向き斜面、凹地などで更新しにくいところは多めに保残する。

③ 母樹は原則として間伐又は主伐期まで保残する。

ウ 留意事項

① 渓流への土砂の流出等を抑えるため、渓流沿い等水辺に伐採区域が配置されないよう、帯状皆

伐法においては伐区の位置を、また、母樹保残法では保護樹帯の設置に配慮するものとする。

なお、１伐採箇所の面積はおおむね５ｈａ以内とし、伐区を分散させモザイク状に配置するよ

う努める。ただし、法令などによる制限がある場合は、その範囲内とする。

② 確実な更新を期するため、伐採は、球果の開く 10月から冬季にかけて実施するように努める。
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（２）更新

ア 補助作業

更新方法は原則として天然下種更新第１類とし、末木枝条及びかん木類の整理を行うとともに、

Ａｏ層の厚いところは表土が流出するおそれのない箇所に限って地表処理を行い、種子の着床を図

り、地表処理が困難な箇所は、択伐等により他樹種の天然更新を図ることとし、これが困難な場合

は保残する。

① 落葉低木などが密生し種子の着床条件の良くないところは、伐採前に地表処理を実施する。

② ササが密生（総桿高 30 ｍ／㎡以上）し、種子の着床条件が良くないところは、伐採の２～３
年前に刈払い等を行うか、伐採後に大型機械（特殊レーキ）等による地表処理を行う。この場合

かき起こしの深さは、発芽の障害となる落枝・落葉を除去する程度とし、必要以上にかき起こし

をしない。

③ 稚樹の発生・定着が不整で、その他の高木性天然木の稚幼樹の発生も悪く成林に支障があると

判断されるところは、稚幼樹の発生状況等を考慮して速やかに植込みを行う。

④ 地表処理に当たっては、帯状に無処理区を設ける等により表土の流亡を防止する。

イ 完了の目安

樹高がおおむね 30cm 以上の高木性天然木を含めた稚樹が、ｈａ当たり 5,000 本以上ほぼ均等に
成立したとき。

（３）保育

ア 下刈

① アカマツの稚幼樹は日陰に弱いので、稚幼樹の生育状況、植生に応じて適期に作業を行い、稚

幼樹を他の植生の被圧下におかないようにする。

② 下刈終了時点の目安は、大部分の稚幼樹が植生高を脱し、生育に支障がないと認められる時点

とする。

なお、植生の繁茂が著しく、これを抑制する必要がある場合は、１、２年目は２回刈を実施す

る。

イ 除伐

枝の拡張、幹の曲りを抑え優良木の育成を図るため、若齢期は原則として密仕立てとし、本数調

整は自然の推移に委ねるものとする。

ただし、共倒れのおそれのある過密林分及び競合する広葉樹の除去のため必要がある場合は、除

伐を実施する。

また、除伐終了後、初回間伐までの間に過密となり、本数調整の必要がある林分については除伐

２類を実施する。

（４）間伐

「間伐の要領」によるほか、樹冠が貧弱となっている林分については、樹冠の発達を促す伐採を行

う。

（５）その他

ア クロマツを主とする林分については、アカマツに準じて取り扱うものとするが、更新がアカマツ

より難しいことを勘案し、母樹の保残に努めるものとする。

イ アカマツ又はクロマツを主体とする人工林についても原則として皆伐天然下種更新によるものと

する。

ウ 保安林内の人工林において皆伐天然下種更新を予定する場合は、植栽義務の有無についてあらか
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じめ確認し、必要があれば指定施業要件の変更手続きを行う。

４ 松くい虫被害について

巡視を励行し被害木の早期発見に努めつつ、地方公共団体等と連携して防除対策を実施する。
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７ アカマツ長伐期施業群

１ 対象林分

アカマツ若しくはクロマツを主とする人工林又は天然林のうち、地形条件等から皆伐天然更新が可能

な林分を対象とする。

２ 施業目標等

アカマツ若しくはクロマツの健全な大径木を主体に構成され、根系がよく発達し、下層植生や落葉落

枝によって表土がよく被われ保護されている森林、又は高木性のモミ、広葉樹等が一部に混交し、多層

の樹冠が形成されている森林への誘導又は維持を図ることを目標とする。

具体的には、保育、間伐等によって適切な立木密度を確保と他の高木性樹種の導入を図るとともに、

伐採に当たっては、伐採面を分散させるなど、表土の保全に配慮した方法によるものとする。

樹 種 伐期齢 備 考(適用地域等)

アカマツ・クロマツ １００年 全計画区

３ 伐採、更新、保育、間伐

「アカマツ施業群」に準じて行うものとするが、間伐の時期等については次を目安とし、林分の閉鎖

状態をみて実施するものとする。

ア 間伐の繰り返し期間は、通常の伐期齢（50年）まではおおむね 10年、それ以降はおおむね 15～ 20
年を目安とするが、経過年数のみで判断せず、照度不足による下層植生の衰退の状況等を踏まえ実施

する。

イ 間伐終了の時期は、主伐予定時期のおおむね 20年前とする。

４ 松くい虫被害について

巡視を励行し被害木の早期発見に努めつつ、地方公共団体等と連携して防除対策を実施する。
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８ ヒバ等択伐林誘導施業群

１ 対象林分

ヒバを主とする天然林又は人工林のうち、中小径木が主体で択伐天然林施業に適さない林分を対象と

する。

２ 施業目標等

ヒバ大径木から中小径木、稚樹までがバランスよく混生する林分構造の森林へ誘導することを目標と

する。

施業の実施に当たっては、ブナ、ミズナラ等の高木性天然木をヒバと同様に育成するものとし、択

伐天然林施業が可能となった時点で、ヒバ等択伐施業群へ移行する。

３ 施業方法

(１) 主伐

原則として行わない。

(２) 保育

必要に応じてササ等の刈り払い、除伐、つる切り等を行う。

(３) 間伐

中小径木が密生し過密な林分は、ヒバ大径木から中小径木、稚樹までがバランスよく混生する択伐

林型の林分へ誘導することを目標におき、「間伐の要領」に準じて本数調整を行う。また、暴れ木等

が下層木の健全な生育に必要な光環境や生育空間を阻害している林分は、早期に択伐林型へ誘導する

よう上層木の抜き切りを行う。
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９ ヒバ等択伐施業群

１ 対象林分

ヒバを主とする天然林又はヒバを主体とする人工林のうち、択伐天然更新が可能な林分を対象とする。

２ 施業目標等

健全なヒバ大径木及び広葉樹を含む蓄積が高く適度にうっ閉した林分への誘導又は維持を図ることを

目標とする。

具体的には、大径木から中小径木、稚樹までがバランスよく配置された成長旺盛な林分構造となるよ

う施業を行うものとする。

３ 施業方法

（１）主伐

回帰年１５年の択伐を行うこととし、伐採率は、目標とする林分構造への誘導、又は維持を図るよ

う９％以内とする。

ただし、青森県内の各森林計画区については、第４次国有林野施業実施計画期間中までは回帰年１

５年（大径木が比較的多い林分は３０年）、伐採率は１５％以内（大径木が比較的多い林分は３０％

以内）で調整する。

この場合、樹冠のうっ閉度が早期に回復すると見込まれる林分、作業条件が良好な林分等において

は、中小径木の成長を促進させるため、伐採率を低減するとともに伐採繰り返し期間を回帰年未満に

短縮するよう努める。

ア 選木の基本

伐採に当たっては、成長旺盛なヒバ大中径木（胸高直径 22㎝から 50㎝程度のものを指標とする）
の適切な保残・育成を考慮した上で、林床が暗く稚幼樹の発生が少ないところ、又は、下層植生に

衰退がみられ表土の保全に支障が生じるおそれがあるところは、稚樹の発生と下層植生の発達を促

すとともに、既に稚幼樹が成立しているところは稚幼樹の成長を促すための選木を行う。

更に、広葉樹が適度に混交する状態に誘導・維持していくことを目標に、天然更新した高木性広

葉樹を保残・育成する。

イ 選木の順序

選木は次の順序で行うものとする。

① ヒバ大中径木の育成に支障となる上木

② 稚樹の発生に支障となる上木

③ 稚幼樹の育成に支障となる上木

④ 長期の生育が困難と考えられる形質不良なもの及び老齢で衰退傾向の固体

ただし、これらは一回の択伐でそのすべてを伐採するのではなく、成立本数・直径分布、上木及

び稚幼樹の配置に応じて逐次整理を図ること。

ウ 林分型と伐採方法

伐採は、林分型に応じて以下によるものとする。
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① 立木密度が高く稚樹の発生が少ない林分

稚幼樹のないところは、上木の密度に応じた単木択伐を実施。また、既に稚幼樹が見られる

ところは樹高の 1/2以内の孔を開ける群状択伐を実施し、稚幼樹の発生・成長を促す。
② 更新面のある林分

群状択伐を実施し、更新面を少しづつ拡大する。

一回の伐採における伐開幅は樹高の 1/2～ 2/3 程度にとどめる。
③ 複層林型の林分

ヒバ及び広葉樹の大径木を主体に単木択伐を行い、中小径木及び稚幼樹の成長を促進する。

エ 留意事項

① 林縁、急斜地、風の強く当たるところは、風雪害などを受けやすいので弱度の伐採にとどめ

る。

② 群状択伐を行う場合は、更新面を少しづつ拡大することに努め、伐採によって残存木や稚幼

樹に日焼けが発生しないよう配慮する。

③ 胸高直径 34ｃｍ未満のヒバ及び胸高直径 26ｃｍ以下の高木性広葉樹は下層植生に衰退が見
えない限り原則として保残する。

④ 稚幼樹の損傷を少なくするため、可能な場合は極力積雪期に伐採するよう努める。

⑤ 末木枝条は稚幼樹の生育に支障とならないよう整理する。

（２）更新

ア 天然更新を行うこととし、更新面における稚樹の発生・生育状況に応じて、次の更新補助作業を

実施する。

① 枝条整理

末木枝条が稚幼樹の発生・生育の支障となっているところは、その片づけ整理を行う。

② 植込み

群状択伐跡地で、更新状況調査の結果、後継樹がｈａ当たり 2,000 本～ 3,000 本に達するこ
とが困難と思われる林分については、以下により植込みを行う。

・ 植込み本数は、2,000本/ha～ 3,000本／ｈａを目安とし、天然稚幼樹の生育本数に応じ
て調整する。

・ 苗木は山引苗木及び山地ざし養苗を使用する。

③ 更新補助作業を行う場合は、表土の保全に留意して実施するものとする。

イ 更新完了の目安は、樹高がおおむね 30ｃｍ（伏条では 50cm）以上のヒバと高木性広葉樹を含め
た稚樹が、ｈａ当たりおおむね 5,000本以上成立したとき。または、有用天然木の稚幼樹（胸高直
径 14cm以下）の総樹高量がｈａ当たり 6,000mを超えたとき。

（３）保育

ヒバと競合する低木及びかん木類の生育状況を勘案して弾力的に除伐・つる切を実施する。

（４）間伐

中小径木が密生し過密な林分がある場合は、ヒバ大径木から中小径木、稚樹までがバランスよく混

生する択伐林型の林分へ誘導することを目標におき、「間伐の要領」に準じて本数調整を行う。その

場合、原則として小班分割を行いヒバ等択伐林誘導施業群へ変更する。
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１０ 天然スギ施業群

１ 対象林分

天然スギの混交率が２５％以上の天然林で、天然更新が可能な林分を対象とする。

２ 施業目標等

ブナ、ミズナラ等高木性天然広葉樹に天然スギが混生し、大径木から中小径木、稚幼樹までがバラン

スよく生育し、多層の樹冠からなる林分構造となるような施業を行うものとする。

なお、今後は計画的な伐採については行わないものとする。

３ 施業方法

（１）主伐

原則として行わない。

（２）更新

ア 天然下種更新を行うこととし、更新面における稚幼樹の発生、生育を促すため、下層植生の繁

茂等の立地条件、積雪等の気象条件に応じて、枝条整理、刈りだし等の更新補助作業を実施する。

イ 更新完了の目安は、樹高がおおむね 30 ｃｍ以上の有用天然木(スギを含む)の稚樹が、ｈａ当
たりおおむね 5,000本以上成立したとき。または、有用天然木（スギを含む）の稚幼樹（胸高直
径 14cm以下）の総樹高量がｈａ当たり 6,000mを超えたとき。

（３）保育

別紙１「育成単層林・育成複層林及び天然生林へ導くための施業の基準」によることとするが、更

新樹種と競合する低木及びかん木類の生育状況を勘案して弾力的に除伐・つる切を実施する。
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１１ 広葉樹択伐林誘導施業群

１ 対象林分

ブナ、その他高木性広葉樹を主とする広葉樹林で、ほぼ同齢の一斉林の造成を目的にこれまで漸伐を

行った林分、若しくは「天然更新型複層林誘導施業群」で主伐を行い、広葉樹林へ移行した林分を対象

とする。

２ 施業目標等

ブナのほかミズナラ、ウダイカンバ、カツラ、センノキなどの高木性天然木が混生する多層の樹冠か

らなる森林に誘導する。

施業の実施に当たっては、これらの高木性天然木をブナと同様に育成するものとし、択伐天然林施業

が可能となった時点で、広葉樹択伐施業群に移行する。

３ 施業方法

（１）主伐

原則として行わない。

（２）更新

ア 更新補助作業

稚樹の発生が少ない場合、落葉低木類やササが繁茂していて種子の着床、稚幼樹の生育を妨げてい

る場合は、必要に応じて更新補助作業を行う。

① 落葉低木類やササが繁茂している場合は、必要に応じて刈払い等を行う。

② 末木枝条が散乱し、種子の着床、稚幼樹の生育を阻害している場合は、末木枝条の片付け整理

を行う。

イ 更新完了の目安

樹高おおむね 30 ｃｍ以上のブナ、その他有用天然木の稚幼樹が、ｈａ当たりおおむね 5,000 本
以上ほぼ均等に成立したとき。または、有用天然木の稚幼樹（胸高直径 14cm 以下）の総樹高量が
ｈａ当たり 6,000mを超えたとき。

（３）保育

更新補助作業後、稚幼樹が落葉低木類やササと競合しているところについては、必要に応じて刈払

い等を行う。

（４）その他

① ブナ以外の広葉樹を主とする林分についても、ブナに準じて取り扱うものとする。

② ブナ、ミズナラ等不定芽の発生しやすい樹種については、成林後は、枝の拡張、幹の曲がりを

抑えるため、原則として密仕立てとし、本数調整は自然の推移に委ねることとするが、下層植生

の衰退、成立木の枯損が激しい場合は、公益的機能の発揮に留意しつつ、必要に応じて本数調整

を行う。
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１２ 広葉樹択伐施業群

１ 対象林分

ブナ等の広葉樹林のうち、択伐天然更新が可能な林分を対象とする。

なお、立地条件は、標高が高くなるにつれて成長、形質ともに不良となり、更新も難しくなることか

ら、標高おおむね 1,000m（下北森林計画区では 600m、その他の青森県は 800m、岩手及び宮城県は 900m）
以下、かつ、傾斜おおむね 30度以下の林分を対象とする。

２ 施業目標等

健全な大径木を含み樹種の多様性が高い、適度にうっ閉した森林への誘導又は維持を図ることを目標

とする。

具体的には、大径木から中小径木、稚幼樹までがバランスがよく配置された成長旺盛な林分構造とな

るよう施業を行うものとする。

３ 施業方法

ブナ等の広葉樹林の更新は林床の状況によって大きく左右されることから、伐採に当たっては、林床

型に応じて必要な母樹の保残に努めること。

（１）主伐

回帰年４０年の択伐を行うこととし、伐採率は、目標とする林分構造への誘導又は維持を図るよう

３０％以内の範囲で調整する。この場合、樹冠のうっ閉が早期に回復すると見込まれる林分、作業条

件が良好な林分等においては、中小径木の成長を促進させるため、伐採率を低減して、これに応じて

伐採繰り返し期間を回帰年未満に短縮するよう努めるものとする。

ア 伐採面

ブナの稚幼樹の生育にはかなりの陽光を必要とすることから、伐採の方法は原則として群状択伐と

するが、立地条件等により群状択伐が行えない林分については、単木択伐とする。

① 伐採によって生ずる無立木地の面積は、１群につき 0.05ｈａ未満とする。
ただし、法令等により制限がある場合は、その範囲内とする。

② 伐採面は、更新の安全を考慮し、稚幼樹の発生しているところ、稚樹の発生しやすいところ

を選定する。

イ 選木

① 単木択伐に当たっては、残存木の配置及び後継樹発生・生育等を考慮し、長期の生育が困難

と考えられる形質不良木、老齢木後継樹の生育を阻害しているものを優先的に選木する。

② ブナ及び有用天然木の胸高直径 26ｃｍ以下は、原則として保残する。
（２）更新

ア 更新補助作業

稚樹の発生が少ない場合、落葉低木類やササが繁茂していて種子の着床、稚幼樹の生育を妨げて

いる場合は、必要に応じて更新補助作業を行う。

① 落葉低木類やササが繁茂している場合は、必要に応じて刈払い等を行うこととするが、チシ

マザサ、クマイザサが密生（総桿高３０ｍ／㎡以上）し、更新の妨げとなっている場合は伐採

の２～３年前に行う。

② 末木枝条が散乱し、種子の着床、稚幼樹の生育を阻害している場合は、末木枝条の片付け整

理を行う。
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イ 更新完了の目安

樹高がおおむね 30 ｃｍ以上のブナ、その他有用天然木の稚幼樹が、ｈａ当たりおおむね 5,000
本以上ほぼ均等に成立したとき。または、有用天然木の稚幼樹（胸高直径 14cm 以下）の総樹高量
がｈａ当たり 6,000mを超えたとき。

（３）保育

更新補助作業後、稚幼樹が落葉低木類やササと競合しているところについては、必要に応じて刈払

い等を行う。

（４）その他

① ブナ以外の広葉樹を主とする林分についても、ブナに準じて取り扱うものとする。

② ブナ、ミズナラ等不定芽の発生しやすい樹種については、成林後は、枝の拡張、幹の曲がり

を抑えるため、原則として密仕立てとし、本数調整は自然の推移に委ねることとするが、下層

植生の衰退又は成立木の枯損が激しい場合は、公益的機能を高めることを目標におき、必要に

応じて本数調整を行う。
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１３ ナラ等中小径木施業群

１ 対象林分

ナラを主とする広葉樹天然林で、ぼう芽による天然更新が期待できる林分とする。

なお、本施業群には、薪炭共用林野を含む。

２ 施業目標等

ぼう芽力が旺盛なナラ等広葉樹により構成され、根系が発達し、下層植生が多く落枝落葉によって表

土が良く覆われている森林の維持又は誘導を図ることを目標とする。

樹 種 伐期齢 備 考(適用地域等)

ナラ等広葉樹 ３０年 全計画区(大槌・気仙川は該当なし)

３ 施業方法

（１）主伐

① 皆伐とするが、薪炭共用林野以外の林分では、しいたけ原木等に適さない小径木は保残する。

② 伐採箇所が同一斜面へ集中することを避け、分散するように努めるとともに、１伐採箇所の面

積は５ｈａ以内とする。ただし、法令等の制限がある場合はその範囲内とする。

③ 伐採は樹液の流動期を避け、できる限り 10～ 12月に行う。
④ 伐採高はできるだけ低くし、切り口を平滑にして傾斜させる。

（２）更新・保育

① ぼう芽更新とする。

② 更新樹種はナラその他広葉樹とする。

③ 刈出し、芽かきは必要に応じて行う。
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１４ 天然更新型複層林誘導施業群

１ 対象林分

人工林であっても、高木性天然木の成長が良好な林分、植栽木の生育状況が良好でない林分など、天

然更新によって森林の造成が可能な林分で、将来とも人工林として施業を続けることなく、複数の樹冠

層を有する天然林（育成複層林）に移行することが適当な林分を対象とする。

２ 施業方法

（１）５０年生時点まで

ア 針広混交林への誘導を考慮し、造林地内に高木性天然木がある場合は造林木と同様に育成しつ

つ、間伐を行う。

イ 伐採対象木は、成長衰退木を優先するとともに、針広混交状態を維持できるよう留意する。

（２）７０年生時点

ア 伐採率５０％以内の漸伐を行い、必要に応じて末木枝条の片付け等の更新補助作業を実施し、

天然林（育成複層林）へ移行させる。

イ 伐採対象木は、（１）のイに準ずる。

ウ 更新完了の目安は「広葉樹択伐林誘導施業群」に準ずるものとするが、胸高直径１６cm以上の

残存木が次の基準を満たす場合も更新完了とする。

平 均 平 均
本 数(ha当たり) 本 数(ha当たり)

胸高直径 胸高直径

16cm ４８０本 24cm ３２０本

18cm ４２０本 26cm ２８０本

20cm ３９０本 28cm ２７０本

22cm ３４０本 30cm ２４０本

（３）天然林移行後の施業方法

「広葉樹択伐林誘導施業群」若しくは「ヒバ等択伐林誘導施業群」に準じて行い、林分の平均胸

高直径がおおむね３４ｃｍ以上となった時点を目安に、「広葉樹択伐施業群」若しくは「ヒバ等択

伐施業群」へ移行させる。
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１５ 分収林施業群

水源林の造成等のため契約される分収造林及び分収育林を対象とし、施業方法については、個々の契約

内容によるものとするが、別紙１「育成単層林・育成複層林及び天然生林へ導くための施業の基準」に留

意する。

なお、分収造林契約箇所については契約期間満了時に達しても、その林分内容等から主伐を実施するこ

とが適当でないと判断される場合は、相手方と協議のうえ契約期間の延長などを行う。
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１６ その他施業群

本施業群は、保護樹帯、択伐を行う人工林、試験地、次代検定林、竹林等他の施業群に区分されない林

分を対象とする。

個々の林分の取扱いは、以下によるものとする。

１ 保護樹帯

（１） 施業方法

ア 人工林保護樹帯

択伐又は間伐の繰返しにより、広葉樹を主体とする天然林へ誘導する。

ただし、人工林保護樹帯のうち、主要な尾根筋等以外に設定されている伐区調整のための保護

樹帯については、新生林分保護の目的が終了し、皆伐が妥当と判断される場合は皆伐して差支

えない。

イ 天然林保護樹帯

将来にわたり、広葉樹天然林を維持造成する。

（２） 伐採

ア 伐採方法は、原則として単木択伐とし、地形、風向、林分構成等を考慮して伐採率３０％以内、

かつ、保護樹帯の機能を損わない範囲で行う。

イ 選木は、成長衰退木を優先する。

ウ 伐採の時期は、隣接林分の主伐又は間伐に合わせて実施する。

（３） 更新

天然下種更新第２類とするが、更新補助作業が必要な場合は天然下種更新第１類とする。

２ 択伐を行う人工林

（１） 伐採方法

択伐の繰返しにより、広葉樹を主とする天然林へ誘導する。

（２） 選木方法、更新

１に準ずるものとする。

３ 次代検定林、精英樹保護林、特別母樹林、遺伝子保存林、展示林、試験地、竹林

それぞれの目的に応じた取扱いを行う。
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